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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。 

定足数に達しておりますので、これから

令和４年第１１回美幌町議会定例会第３日

目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、５番木村利昭さん、６番伊

藤伸司さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、配信してお

ります議事日程のとおりであります。 

朗読については、省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、１

日目と同様でありますので御了承願いま

す。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） 〔登壇〕 おはよ

うございます。 

先に提出してあります１点目、農地の病

害虫対策で美幌町の健全な農家を守るため

の取組について、２点目、美幌町の橋梁の

修繕について、３点目、美幌高等学校教育

振興対策について、４点目、美幌中心市街

地の活性化について質問をさせていただき

ます。 

まず、１点目の農地の病害虫対策につい

て。 

現在、ジャガイモシストセンチュウの発

生は、全道の広範囲に及んでいるとの報告

があります。 

美幌町内の農業の現場では発生していな

いと認識しているとのことですが、近隣地

区で広範囲に発生が確認されているにもか

かわらず、農産物運搬車等が町内の農地の

周辺を走行する際、シストセンチュウが飛

散し、町内の農地で発生することが危惧さ

れ、不安を感じているということでありま

す。 

また、町外の農業生産者が、美幌町内の

農地を相当取得して耕作しているとも聞い

ていますが、毎日の作業でほかの地区から

シストセンチュウを持込み、発生すること

を危惧しているとのことであります。 

これらのことは、反対の立場にもなりう

ることが考えられますけれども、美幌町の

シストセンチュウ対策として、他地区から

の持込み発生防止などについて、どのよう

に対応されているのか、お伺いいたしま

す。 

２点目として、美幌町の橋梁の修繕につ

いてであります。 

美幌町橋梁・トンネル長寿命化修繕計画

は、橋梁の老朽化や劣化による事故を未然

に防ぐとともに、橋梁の修繕履歴を整理

し、修繕や改善を効果的に実施することで

策定されています。 

具体的には、町道認定された道路橋１０
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７橋について、平成２６年の道路法の改正

により、５年に１回、近接目視により橋梁

等点検が義務化され、実施されています。 

その５年に１回の法定点検を基に、今後

の対策が必要となる橋梁の修繕優先順位や

修繕内容等について検討を行い、計画的及

び効率的に維持管理を行うものですが、次

の項目について、町長の考え方をお伺いい

たします。 

１、法定点検した橋梁健全性Ⅲについ

て。 

法定点検した１０７橋の橋梁健全性のⅠ

からⅣまでのうち、Ⅲの構造物の機能に支

障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずるべき状態の橋梁数についてお伺いいた

します。 

２、今後の修繕計画について。 

橋梁健全性Ⅲの早期に措置を講ずべき橋

梁を一度に修繕することは、国の補助の状

況にもよりますが、町の財政負担は大きく

なります。しかし、安全性を考えると、危

険な橋梁については早急に修繕すべきと考

えますが、今後の修繕計画について、町長

の考えをお伺いいたします。 

３点目に、美幌高等学校教育振興対策に

ついて伺います。 

令和４年９月６日、北海道教育委員会

は、令和５年度の公立高等学校配置計画を

公表しました。 

その内容につきましては、今年度におけ

る美幌高等学校の普通科は、定員８０人に

対して入学者数３５人と半数以下に減った

ため１学級となっていましたが、来年度は

２学級に戻し、募集することが盛り込まれ

ました。 

このことにより、来年度の募集につきま

しては、普通科２学級、生産環境化学科と

地域資源応用科の農業２学科を未来農業科

に転換して１学級、合わせて３学級となり

ます。 

また、美幌高等学校の寄宿舎「報徳寮」

については、道外から入学を希望する「地

域みらい留学」などを通じて「女子寮があ

るならば進学したい」という声が寄せられ

ていたことから、町は、来年度から女子生

徒を受入れするため、９月町議会定例会に

おいて改修費６１６万円の補正予算を提出

し、議決されたところであります。 

これまで美幌高等学校に対する支援策と

して、教育支援用端末機貸与、間口対策支

援金及び教育支援事業補助金等を実施して

いますが、来年度に向けた新たな支援策に

ついて、教育長の考え方をお伺いいたしま

す。 

４点目として、美幌中心市街地の活性化

について伺います。 

このコロナ禍で、美幌町内の商工関係者

は、売上げ激減と大変な経験をされていま

す。 

商工関係者は、コロナ禍以前より経営が

大変でしたので、大変さは容易に想像でき

ます。 

美幌町もコロナ禍以降、特別交付金及び

自主財源等を使い、間接・直接的に対応策

を講じてきましたが、今後は以前に増して

まちの活性化を重点に施策を考えていかな

ければなりません。 

最近の出来事として、グランドホテル跡

地にアルムシステム社のビジネスホテルの

進出決定があります。 

このことは、美幌にも商機がまだまだあ

ることと理解します。 

今後の中心市街地の再開発はますます重

要な課題と考えるところでありますけれど

も、関係商工団体などからも要望が上がっ

ている中心市街地活性化をどのように進め

ていくのか、また、公共施設、民間商業施

設等の公民複合施設整備の考え方について

お伺いをいたします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 髙橋議

員の御質問に答弁いたします。 

なお、美幌高等学校教育振興対策につい
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ては、後ほど教育長から答弁いたします。 

初めに、農地の病害虫対策についてです

が、ジャガイモシストセンチュウは、バレ

イショに著しい減収をもたらすばかりでな

く、根絶が非常に難しい病害虫で、１９７

２年に北海道で発生が確認され、令和３年

５月現在、道内５６市町村、管内２市６町

において発生が確認されておりますが、本

町では、生産者・関係機関の努力により、

いまだ発生しておりません。 

本町には、ジャガイモシストセンチュウ

の侵入防止や蔓延防止などの対策について

協議・推進するため、ＪＡや農業改良普及

センターなどの関係機関で構成された「美

幌町ジャガイモシストセンチュウ等対策協

議会」が設置されており、具体的な対策と

して、他の病害虫を含め外部からの土壌病

害虫の侵入を防ぐため、交通量の多い道路

に隣接する２５か所の圃場に「立入禁止看

板」を設置しております。 

また、美幌町、津別町、大空町やＪＡな

どの関係機関で構成された「三町農業推進

協議会」では、毎年、三町の生産者と農業

機械メーカーへ、ジャガイモシストセンチ

ュウの侵入防止啓発用パンフレットを配布

し、車両や長靴の洗浄の徹底や圃場に管理

者以外が立ち入る際のブーツカバー着用の

徹底など、発生対策予防の周知を行ってお

ります。 

さらに、病害虫の発生リスクの低減のた

め、国の補助事業を活用したバレイショシ

ストセンチュウ抵抗性品種の導入を効果的

な対策として進めております。 

今後においても、引き続き、関係する機

関と情報共有を図りながら、病害虫の侵

入・蔓延防止に積極的に対応してまいりた

いと考えております。 

次に、美幌町の橋梁の修繕についてです

が、現在、国が策定支援を行っている長寿

命化修繕計画については、従来の「事後保

全」から「予防保全」への転換を図り、施

設の高い安全性の確保、道路ネットワーク

のサービス水準の維持、維持補修費の縮減

及び平準化を目的としております。 

道路法の改正により義務化された法定点

検の結果、補修工事において、国の支援対

象となるⅢ判定については、健全性が早期

措置段階と位置づけられ、Ⅳ判定である緊

急措置段階の１ランク下の段階として、こ

れまでも予防的修繕により橋梁の延命化を

図ってきたところです。 

御質問にあります本町におけるⅢ判定の

橋梁数についてですが、直近において、令

和３、４年度の２か年で橋梁点検を実施

し、Ⅲ判定となった橋梁数は３０橋となっ

ております。 

なお、本町においてⅣ判定の橋梁は、現

在のところございません。 

次に、今後の修繕計画についてですが、

橋梁の補修工事は御質問のとおり、国の補

助事業及び過疎債の活用により、財政負担

の軽減を図りながら、計画的に事業を実施

しているところであります。 

また、事業実施に当たっては、橋梁の損

傷度のほか、交通量を加味した町道の位置

づけ、迂回路などの代替手段、重要度の高

い水道管の添架状況の有無などを勘案し

て、相対的に優先順位を決定しているとこ

ろであります。 

橋梁点検の結果を踏まえて、今年度策定

した今後１０年間の長寿命化修繕計画にお

いては、Ⅲ判定として補修対象となってい

る３０橋のうち、優先順位を加味し決定し

た１２橋を補修予定として計画しておりま

す。 

一方、次回点検において、市街地にある

交通量の多い橋梁が新たに補修対象となる

など状況が変化した場合には、補修順位並

びに計画を変更した上で、事業実施を行う

考えを持っておりますので、御理解を賜り

ますようお願いいたします。 

次に、美幌中心市街地の活性化につい

て。 

中心市街地活性化についてであります
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が、大規模小売店舗の進出や町外への消費

流出により、中心市街地の空き店舗の増加

による空洞化が進んでいる状況であること

から、にぎわいを取戻し、活性化を促進す

ることが課題であると認識しております。 

課題解決には、ハードやソフト面での整

備が必要ではありますが、町としまして

は、商工会議所や連合商店会と意見交換を

行い、今後も商店街を担っていかれる若者

を対象に、先進地への視察や先進地から講

師を招いてのセミナーの開催などに継続し

て支援し、これからの事業を通して、商店

街における新たなイベントなどの取組につ

なげていただき、中心市街地の活性化に何

が必要なのかを導き出していけるよう進め

ているところであります。 

今後の中心市街地活性化対策として「起

業家支援事業」「店舗リフォーム事業」

「空き店舗活用事業」など、既存事業を継

続しながら、商工会議所をはじめとした関

係団体と連携を図り、積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。 

また、公共施設、民間商業施設等の公民

複合施設整備につきましては、選択肢の一

つであると考えておりますが、引き続き情

勢を見極めながら、本町にふさわしい取組

を総合的に判断してまいりますので、御理

解を賜りますようお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 〔登壇〕 髙橋

議員の御質問にお答えいたします。 

美幌高校につきましては、令和５年度よ

り２科あった農業科が再編され新たな１科

となりますが、普通科につきましては２学

級が維持されており、学校の努力に加え、

町の支援の成果であるとも考えておりま

す。 

これまでの各種支援につきましては、美

幌高等学校教育振興対策協議会や美幌高校

と連携・協議した中で進めており、毎年、

新規・拡充と実施してきているところであ

ります。 

お尋ねの来年度に向けた新たな支援につ

いてでありますが、来年度、普通科の２学

級は維持されたものの、今後の中学卒業者

数減少の傾向から、普通科の学級減も危惧

されるところであるため、新たな支援も検

討しているところであります。 

新たな支援を検討している中において、

これまで入学の際に補助していました間口

対策補助金につきましては、入学者の増加

になかなかつながらない状況から、来年度

以降については、この財源を魅力づくりの

支援に生かす予定としております。 

新たな支援としましては、進学・就職の

進路実現に向けた模擬試験や資格検定試験

についての費用支援、農業科については、

入学時に用意する被服費などの負担が多い

ことから実習服などの現物支給、また、拡

充としまして、生徒の在宅学習の充実を図

るため、オンライン学習であるスタディサ

プリ使用料の全額助成を従来の１年生と普

通科特進コースから全生徒を対象にする予

定であり、さらに特色のある取組の一つと

して、部活動への支援についても検討して

いるところであります。 

これらの支援を充実させるとともに、美

幌高等学校教育振興対策協議会とも連携し

て「生徒が行きたい、保護者が行かせた

い」と感じる魅力ある美幌高校になるよ

う、高校の取組をしっかり支援してまいり

ますので、御理解をお願いいたします。 

以上、お答えいたしました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） それではまず、農

地の病害虫に対しての再質問をさせていた

だきます。 

美幌町ジャガイモシストセンチュウ等対

策協議会の最近の開催状況と具体的な議論

がどのようにされたのか、また、対策方法
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が考えられたのかを伺います。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 対策協議

会の開催状況についてお答えさせていただ

きたいと思います。 

本町で発生した場合は、町長を会長とし

た協議会を招集いたしまして、対策を協議

することとしております。 

協議会の構成は町、ＪＡ、農業改良普及

センター、農業委員会となっておりまし

て、近隣市町村で発生した場合も幹事会を

開催し、生産者に対しまして注意喚起を図

ることとなっております。 

最新の開催状況でございますけれども、

近隣町村で令和２年９月にシストセンチュ

ウが発生してございます。 

その発生の報告を受けて、協議会といた

しまして、生産者全戸へ侵入防止の取組徹

底の周知文をＪＡよりファクスでお知らせ

しているところでございます。 

以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） その配付された資

料がここにあるのですけれども、令和２年

９月に１回検査をして確認はした、再検査

して５０戸出たよという案内がなされたよ

うですが、そのあとは具体的にどのような

対策を皆さんで立てたのか、その辺のとこ

ろはどうなのですかね。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 病害虫の

侵入防止は、個々の生産者に気をつけてい

ただく部分が大変大きいと思います。 

美幌町以外で発生した部分でございます

ので、町外者への病害虫侵入防止策とし

て、大空町、津別町が主となっている町外

からの耕作者に対し、美幌町、大空町、津

別町で構成している三町農業推進協議会作

成のパンフレットにより、防止の啓発を継

続して行っている状況でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） この質問の大前提

として、ジャガイモシストセンチュウを撲

滅せよとか、そのようなことを言ってるわ

けではないのですよね。 

全道に広がっている、近辺でいけば網走

周辺が多く発生していると。発見していな

いだけなのか、発生していないのかは別と

して、幸い美幌、津別、北見は少ないよと

いうことで、美幌としては安心していると

ころです。 

ただ、美幌町、近隣も含めてなのですけ

れども、生産者の方もしっかりとした対

策・対処法というものを協議したいという

か、共有したいと思っているのですよね。 

だから、そのことを町、ＪＡ、生産者、

道も含めて、どのように対策をとろうとし

ているのか。もう現在しているというので

あれば、それはそれでいいですよ。 

そうしたことを含めて、町長どうです

か。 

これはもう絶対何ともない、しっかり対

策を取っているから口出すことではないと

いうのであれば、それはそれで結構です。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 対策が万全だと私

は思っていません。 

ただ、皆さんとということで、今の段階

では、生産者を中心に何ができるか確認し

合うということを進めるしかないのかなと

思っております。 

ですから、町内と町外の生産者という立

場の方には、きちんとこうした事案が発生

しましたとお知らせする。 

それから、基本となるもの、土とかを含

めて持ち込まないことを徹底することにつ

いては、町内であれば対策協議会、それか

ら、町外へは三町の協議会でしっかりお知

らせ、また、確認をするということだと思

います。 
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今度は、町内や町外に関わらず生産者で

ない一般の方々については、このような状

況をお知らせしてはいるのですけれども、

なかなか目に触れることがないので、一番

心配されるような圃場に対しては立入禁止

の看板をしっかり明確にすると。 

ジャガイモの畑に花が咲いている時期な

どは、観光客が素敵だと言って中に入った

りとか、そのようなことをしないように啓

発するしかないのかなという認識でありま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 今、町長が答えて

くれた中、１回目の答弁にもあったのです

が、ジャガイモシストセンチュウの侵入防

止、啓発用パンフレットの配布をしている

ということで、これは町全体に配布してい

るのか。 

ちょっと記憶がないのですけれども、美

幌町は農業が基幹産業で、農業をなくした

ら美幌町がなくなるかというぐらいの町な

ので、全戸チラシによる全町民への周知も

必要ではないのか。 

シストセンチュウだけに限ったことでは

ないのですけれど、農地を守るという意味

で、そのような危険性のあるものは町民と

共有しておいたほうがいいのかなと感じた

ものですから、その辺どうでしょう。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） お答えい

たします。 

三町で作成しておりますパンフレットに

つきましては、三町の生産者と農業機械メ

ーカー、土地改良に係るメーカーに配布し

てございます。枚数にして１,４００枚とな

っております。 

町民に対する周知でございますけれど

も、町ホームページにおいて圃場に入らな

いようお願いしておりますので、山菜取り

の時期等、引き続き広報等で周知してまい

りたいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） すみません。町長

どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 担当から御答弁し

た内容でございますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 先ほど、私は撲滅

せよと言っているわけではないですよと言

いましたけれども、実際、質問の中にも入

れましたが、近隣町村から美幌の道路を通

って斜里だとかに搬送していると。 

それは当然、シストセンチュウが発生し

ているところからの搬送も十分考えられる

わけなのですが、その辺の協議をしっかり

しているのかなということなのです。 

また、隣の町から農家さんが来て、美幌

町で耕作をしている、美幌の農地で作物を

つくっている。 

当然、美幌町で対応できないから隣町の

農家が対応してくれているという、本来で

あれば感謝しなければならない話なのです

けれども、その辺についても、近隣の農家

さんはかなりナーバスになっているようで

あります。 

その辺の情報共有というか、対策・処置

をお互いにこのようにやりましょうという

連絡というか、そうしたものは多分、考え

て実施していると思うのですけれども、な

かなかそれが周知されていないように思わ

れます。 

その辺のことについて、どのような対策

を今後、再度立てられるのか伺います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） まず、基本となる

のは生産者、それは町内、町外関係ないと

思っているのです。 

ですから、生産者としての対策をしっか
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りやりましょうという確認はそれぞれの町

でやっていると思いますし、また、三町の

協議会をつくっていますので、その中でも

確認はさせていただいております。 

今後もそれが不十分だという御意見が聞

かれるようであれば、その辺の徹底も今後

しっかり図っていきたいと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 分かりました。 

このシストセンチュウにおいては、全道

的には７０％以上が確認されていますと報

告では見たのですけれども、網走周辺等で

はほぼ確認されています。 

撲滅せよといっても、畑を全部焼くわけ

にもいかないので無理な話ですけれど、か

といって、その畑から生産された農産物が

全部廃棄されているかというと、全量ちゃ

んと製品として出荷されているということ

なのですよね。 

であれば、発生された後、どのように製

品にするか、まともなというとおかしいの

ですが、多分、洗浄とかそうした話になる

のだろうと思うのですけれども、その辺の

対策をＪＡなり、生産者なりと共有してお

かないと駄目なのかなと。 

逆に言うと、町は何をしてくれるのだと

という不安も聞こえたものですから、今後

の対策について、出たものは出たとしてど

のように処理していくかということ、これ

からの対策の立て方はそうなろうかと思う

のですけれども、このシストセンチュウに

ついてどのような対策を考えようとしてい

るのか伺います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） シストセンチュウ

だけではなくて、病害虫ということも含め

て、今までも対策協議会でしっかりと協議

はしています。 

その中で当然、もし発生した場合とか、

それから発生する前の対策とか、そのよう

なこともきちんとマニュアルを作ったりし

て確認をしていると。 

ですから、そうした事態が他の町で発生

した場合は、それに基づき幹事会を開い

て、対応の確認をしているというのが実態

だと思っています。 

協議会の会長が美幌町長になっておりま

すので、生産者の方が不安に思っていると

いうことに対して、しっかりと関係する団

体と協議を行いながら、少しでも生産され

る農業者の方が不安にならないように、対

応についてはしっかり努力していきたいと

思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 今、町長に答弁を

していただきました。 

今、町長がおっしゃったことの危惧が、

生産者の方も結構あるのですよね。これは

不満ではないと思うのです。危惧ですよ。 

ですから、シストセンチュウだけでな

く、病害虫、病原菌、そのような事象が現

れたときには早急に対策を立てて、生産者

としっかり情報共有をしていただきたいな

と。 

そうしないと、生産者も実際にどのよう

に対処したらいいのか分からないし、自分

のところだけで対処できる問題ではないと

思います。そのようなことをしっかり今後

やっていただきたいと思います。 

次に、２点目の橋梁の修繕についてです

が、令和三、四年度の２か年で橋梁点検を

実施した結果、道路橋１０７橋のうち、Ⅲ

判定となった橋梁数は３０橋となりました

が、残りの７７橋について、どのような状

態になっているのか伺います。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（森口尚博君） 御答弁させて

いただきたいと思います。 

今回３年、４年で実施しました点検結果

について、まず、Ⅳ判定になっている橋は

一橋もございません。 
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Ⅲ判定につきましては、先ほど申しまし

たように３０橋となっております。 

残りの橋梁につきましては、ⅠとⅡの判

定になっておりますので、現在早急に対応

すべき橋梁ではないと判断しております。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 今年度策定した今

後１０年間の長寿命化修繕計画において、

Ⅲと判定した補修対象となっている３０か

所のうち、１２か所の補修予定があるとの

ことですけれども、この１２橋の補修順位

については、当然、橋梁損傷度で決めると

思いますが、残りの１８か所は、現時点に

おいて今後１０年間は補修しなくても大丈

夫なのか、点検の結果をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（森口尚博君） 御答弁させて

いただきたいと思います。 

３０橋のうちの１２橋を１０年間で実施

いたしますけれども、その間、当然日常の

パトロールも含めて状態変化を確認して、

もしそこで状態の変化があるようでした

ら、計画の変更をしながら早期に対応して

いきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 今、答弁してもら

いました。 

今後、１０年間の長寿命化計画では、１

８橋についても状況の変化により、修繕の

優先順位が変更になる場合も想定されてい

るということです。 

あわせて、早期措置段階のⅢ判定の３０

か所については、５年に１回の法定点検で

なく、当然、やる予定には入っているとは

思うのですけれども、毎年の点検が必要な

のではないかと思うのですよね。 

町内の橋梁は、農作業の農産物出荷のた

めの大事なインフラも入っているわけです

から、事故のないような維持管理というの

が最重要だと思いますけれども、その点に

ついてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（森口尚博君） 御答弁させて

いただきたいと思います。 

基本、どの橋も当然、生活道路にかかっ

ている橋なので重要なことは重要なのです

けれども、先ほどの優先順位を決定するの

に迂回路のありなしも加味しております。 

迂回路があるものにつきましては、多少

生活に御不便をかけるかもしれませんけれ

ども、最低限の安全を確保して通れるとい

う判断をしております。 

そのように随時直してはいきますけれど

も、そうした優先順位を決めてやらせてい

ただきたいということで、今回１２橋を選

定しているところであります。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 今の答弁だと、美

幌町の橋は大丈夫だということで理解して

おきます。 

当然、修繕は必要なことなのですけれど

も、美幌町もピーク時の人口から４０％減

っているよと、２万７,０００人から１万

８,０００人ですよね。 

維持費の面からも橋梁または道路も対象

になると思いますけれども、去年、町道を

一本廃止しましたが、廃止になることが予

想される箇所があるのか、また、そのよう

な計画があるのか、その辺のところを最後

に伺います。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（森口尚博君） 御答弁させて

いただきたいと思います。 

すみません、その前に先ほどの５年に一

度の点検だけでいいのかというお話につい

て、御答弁させていただきます。 

町道につきましては、日常の中で維持管

理のスタッフが随時点検して歩いていると

いうことで、そのような部分で５年に一度

は資格を持っている方に委託して実施して
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おりますけれども、ふだんの日常点検とし

ましては随時実施しているということで、

御理解いただきたいと思います。 

また、廃止につきましては、令和３年に

２橋を廃止している状況ですけれども、例

えば、近くに国道があって代替路線がある

とか、そうしたものにつきましては、使用

頻度を確認しながら廃止の検討も当然して

いっているという状況にあります。 

その部分につきましては、当然、道路管

理者だけで判断するのではなく、地域住民

の方と議論を重ねながら判断をしていくこ

とになると思いますので、その辺も随時実

施していきたいと考えています。 

今回の１０年間の計画の中では、１００

橋という橋梁一橋を検討している最中でご

ざいます。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 次に、美幌高校関

連の質問であります。 

１回目の答弁で、来年度普通科の２学級

は維持されたものの、今後、中学卒業者数

減少の傾向から、普通科の学級減も危惧さ

れるところであるため、さらなる支援が必

要となるとありました。 

最近では、女子寮の整備等があります

が、新たな支援策として、模擬試験や資格

検定試験の費用支援とオンライン学習であ

るスタディサプリ使用料の全額助成を全生

徒に拡充することや、農業科にあっては実

習服などの現物支給の支援策がありますと

の答弁がありました。 

間口確保するためにも、この支援策は重

要だと思います。 

答弁にあります「生徒が行きたい、保護

者が行かせたい」と感じる魅力ある美幌高

校にするためには何をすれば１番良いのか

と、教育長が現時点で考えていることをお

伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいま議員お

っしゃるように、本当に子供たちが行きた

くなる、保護者も行かせたくなる、そうし

たことがまず何よりだと思っております。 

そのために構成する要素としましては、

アンケート等によりますと、やはり進路、

出口が一番ということでございます。 

また、３年間の高校生活を本当に充実し

て送るためには、当然、授業の充実という

のが第一でございますけれども、そのほか

に部活動だとか、そのようなことも非常に

大きな要素であると考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 私も美幌高校出身

であります。 

少しＰＲとして、美幌高校は大正７年に

美幌実業科補習学校から始まって、美幌高

校の前身である道庁立美幌農林学校として

昭和１４年に開校していますが、その後、

獣医畜産科も開設され、農林畜産校として

網走管内または全道から見ても、農林畜産

育成の重要拠点として現在に至っていると

考えます。 

また、これは昔の話でありますけれど

も、バンカラ校風というか、そのような学

校でありました。相当優秀な先輩が多く巣

立って活躍しております。 

現在も、美高生が農業加工品の取組な

ど、いろいろな活躍をして評価されていま

す。生徒も先生も頑張っているなとありが

たく思っております。 

美幌にとって、美幌高校は宝だと思って

おります。存続または発展のために、生徒

確保が重要なのはそうです。今までいろい

ろ支援政策をとっていますが、なかなかう

まくいっていないのが実情かと思います。 

親御さんも生徒本人も、大学進学に有利

なよりよい高校に入りたいのが本音という

ことも聞こえてきます。 

進学のため、無料塾を設置してもいいの



 

－ 112 － 

ではないかと思っております。進学率が上

がれば、少なくとも町内の子供が、ほかの

町に無理して通うことはないと思うわけで

す。 

進学率を上げてください、努力してくだ

さいと道教委に要望してもなかなか届かな

いのは、今までも現実ですからそれは無理

なのですよね。 

今、無料塾と私は言いましたけれども、

ほかの自治体でも結構実行しているという

報告もあります。 

全部が全部、進学、入学へのＰＲとは思

わないのですけれども、美幌高校になかな

か来てくれないというのは、結構そのこと

が多いのではないかなと。 

北見や網走へ行くわけですよね。何とも

言いにくいのであれば多分、理由はそのよ

うなことなのではないのかなと僕は思って

います。いろいろな支援は結構なのですけ

れども、そうした進学の道への手助けとい

うのが一番美幌高校に来てもらうことに有

効なのではないかなと僕は感じています

が、その辺のところ、教育長どうでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 進学の関係でご

ざいますけれども、美幌高校の売りといい

ますか、少人数ならではのきめ細やかな指

導体制ということが挙げられます。 

この成果もありまして、近年はほぼ早い

時期に、進路が１００％決まっているとい

う状況にございます。 

今、議員から無料塾のお話もありました

けれども、美幌高校は教職員の皆さんも子

供たちの進路実現に本当に一生懸命になっ

てくれております。 

夏休みだとか、平日の放課後にも講習を

やっていただいて、これまでも国立大学を

志望する生徒に対しましては、学校で一つ

のプロジェクトとして、マンツーマンで個

別指導して合格に導いたという実績もござ

います。 

１回目の答弁でお話させていただきまし

たけれども、スタディサプリはオンライン

配信される学習アプリで、主に家庭学習で

使用できます。 

今年の１年生からタブレットを支給して

おりますので、これは授業でも活用できま

す。 

その中で例えば、教職員の皆さんのみな

らず、保護者も学習の進度だとか、理解状

況、テストを行ったら正答数等も把握でき

るという状況にございます。 

こちらを活用して夏休みの補習だとか、

そのような幅の広がりも期待しているとこ

ろでございますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） そのようなことも

全町挙げてＰＲをしていただきたいなと思

います。 

次に、中心市街地活性化について再質問

をいたします。 

私がこの質問をするのは初めてではあり

ませんが、１回目の答弁のようなものがい

つも返ってきておりました。 

問題解決には、商工会議所、連合商店

会、商店街の人たちとも協議と言われてい

ますが、実際に商店会のグループが市街地

活性化に向けた計画をつくり、町の協力と

支援をお願いするという要請を実行してい

ると聞いています。 

このことに関して、時期的には今が一番

いいと私は思っています。 

なぜかというと、町長が教育長時代に

は、図書館は教育の場として絶対に単独で

建設すべしというお考えだったと記憶して

おります。 

今回の答弁にありますように、公共施

設、民間商業施設の公民複合施設整備に否

定しないようなお考えになっていただいた

ということは、大変頼もしく思っておりま

す。 
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役場庁舎、消防庁舎が新しくなり、町民

の利便性が改善され、皆さんは安心してい

ると思います。 

今後の整備は、直近として図書館、公住

となりますが、この二つの問題は、町がそ

の気になれば公民複合施設整備に合致する

のですが、私は今が一番チャンスだと考え

ます。 

公住に関しては、借上げ公住の実績もあ

りますし、借上げ公住の入居希望者が多い

と聞いております。 

美幌の現実としては、低層の店舗と公住

併合でも可能かなと思っております。 

美幌町の人口は減った減ったといいまし

ても、まだ１万８,０００人おります。ほか

の自治体からしたら、まだまだ大きい町な

のですよね。 

町の名前は出しませんけれど、管内のあ

る町に行って美幌から来たよと言うと、美

幌はすごく大きいですよねと言われるので

すよ。 

そうしたことを考えれば、再整備を真剣

に考え実行すべきと思いますが、町長の考

えを今一度お願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 施設建設というこ

とだけを捉えれば、今、議員がおっしゃっ

たように、単独というよりもいろいろな角

度から複合的なことは考えなければならな

いのかなと思っています。 

ただ、どのようなものをどうつくるかと

いうと、やはり時期の問題とか、そのベー

スになる計画というか、全体の計画をしっ

かりとまとめる必要があるのかなと思って

おります。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） そのようなことも

踏まえて、今後の政策をよろしくお願いし

ます。終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、４番髙橋

秀明さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１１時１５分といたします。 

午前１１時 １分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） 〔登壇〕 まず

初めに、町長の政治姿勢についてでござい

ます。 

１期４年の重点政策の達成状況と自己評

価についてお尋ねいたします。 

町長に就任され、約３年７か月が経過し

ました。この間、新型コロナウイルスの出

現により、日本中で感染防止対策をはじ

め、社会経済状況の変化に対応するため、

各種支援事業の推進に莫大な予算と行政事

務に多大な時間を費やすこととなり、自ら

掲げた４４項目の重点施策の推進にも大き

な影響があったのではないかと推測してお

ります。 

４４項目のうち、現時点で実施済み、検

討中、取り組みができないものはそれぞれ

幾つか、その達成状況をお尋ねします。ま

た、取り組みができない項目があれば、そ

の理由もお尋ねします。 

さらに、達成状況から自己評価するとし

たら何点くらいだと考えているか、あわせ

てお伺いいたします。 

二つ目は、次期町長選への出馬表明につ

いてであります。 

美幌町においても人口減少、少子化、高

齢化社会の進行、後継者・労働力不足、産

業の衰退など多くの課題が山積しておりま

すが、来年４月の統一地方選挙を迎えるに

当たり、次期町長選挙への出馬表明を考え

ているのか、お伺いいたします。 

２点目は、マイナンバーカードと国方針

への対応についてであります。 

マイナンバーカード交付率と地方交付税
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への連動に対する姿勢についてでありま

す。 

政府は、令和４年度末までに全ての国民

にマイナンバーカードを取得させる方針を

掲げ、６月には当時の金子総務大臣が、自

治体ごとのマイナンバーカードの交付率に

応じて、令和４年度から地方交付税算定の

際に差を設ける方針を明らかにしました。 

地方交付税は、全ての自治体が一定の行

政サービスを行う財源を保障するために、

国が自治体に代わって税を徴収し、人口や

面積などに基づき算定、交付する財源の不

均衡を調整するもので、算定に当たって国

が恣意的な要件を加えることは、明らかに

制度の趣旨に反すると思います。 

全国各地の自治体からカード普及と連動

させるのは筋違いだとの批判がなされてい

ますが、町長の見解をお尋ねします。 

また、こうした国の方針に対して、町と

して強く異議を申し立てるべきと考えます

が、町長の認識をお尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 上杉議

員の御質問に答弁いたします。 

町長の政治姿勢について。 

まず、１点目の１期４年の重点政策の達

成状況と自己評価についてでありますが、

２０１９年５月に就任し、その後、２０２

０年１月に日本国内で初となる新型コロナ

ウイルス感染症の症例が確認されました。 

それ以来、社会情勢が大きく変化し、時

には難しい判断をする場面もありました

が、町政の執行に当たりましては、新型コ

ロナウイルス感染症対策を最優先として、

町民の皆様の命と健康を守ることを第一

に、万全を期して取り組みながら、第６期

美幌町総合計画や町長の重点政策に掲げる

事業を停滞させることなく、着実に推進し

てきたところです。 

重点政策の達成状況でございますが、当

初掲げた４４項目のうち、自衛隊退職者へ

の就労支援については、介護の担い手確保

の施策に転換を図ったほか、小規模発電の

推進については、蓄電池が安価に購入でき

ることから事業実施を取りやめましたが、

他の４２項目については、全ての事業にめ

どをつけることができており、おおむね順

調に進んでいると考えております。 

特に、３歳から５歳までの幼稚園、保育

園における給食費の無償化や学校運営協議

会による学校運営を行うなど、子育て支

援、教育、福祉を充実できたことや、美幌

駐屯地の充実整備と宿泊施設の誘致のめど

がついたことは、大きな成果と認識してお

ります。 

また、自己評価するとしたら何点ぐらい

だと考えているのかにつきましては、まず

まず合格点には達しているのではないかと

考えております。 

現任期の満了まで約５か月となりました

が、引き続き「美幌の活力を高め、次代に

つなげるまちづくり」を実行してまいりた

いと考えております。 

２点目の次期町長選挙への出馬表明につ

いてでありますが、新型コロナの感染拡大

が続いていることから、町政の課題解決に

向け、まずは現任期が満了するまでの間、

全力で職務を全うしてまいりたいと考えて

おります。 

つきましては、１期目の町政執行に対す

る町民の皆様の評価をしっかりと受け止め

つつ、しかるべき時期に態度を明確にした

いと考えておりますので、御理解を賜りま

すようお願いいたします。 

次に、マイナンバーカードと国方針への

対応についてですが、マイナンバーカード

交付率と地方交付税への連動につきまして

は、令和５年度からマイナンバーカードの

交付率を地方交付税の算定に反映すること

について検討が進められていることは承知

しているところであります。 

マイナンバーカードの普及が進んだ自治

体では、カードを利活用した地域のデジタ

ル化が進み、行政サービスのデジタル化に
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係る財政需要の増加が見込まれるとの観点

から検討が進められておりますが、カード

の交付率によって普通交付税が減額される

といった趣旨の内容ではないとの見解も示

されているところであります。 

現在、本町ではマイナンバーカードの普

及促進に向けて特設ブースを設置するほ

か、夜間窓口の開設に向け準備を進めてい

るところであり、１１月２０日時点で申請

率５８.０１％、交付率４４.７３％に達し

ている状況となっております。 

現時点で異議申立てを行う考えはござい

ませんが、基準財政需要額の算定におい

て、地域デジタル社会推進費の補正率にマ

イナンバーカードの交付率が加味される可

能性もあることから、国の動向を注視し、

地方交付税制度の趣旨に反するような事態

が生じた場合には、他自治体と連携を図り

ながら、適切に対処してまいりたいと存じ

ます。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） それでは、１点

目の重点政策の達成状況と自己評価につい

て、再質問をさせていただきます。 

重点政策を停滞させることなく着実に推

進され、４４項目中、小規模発電の推進に

ついては理解できましたが、自衛隊退職者

の就労支援については介護の担い手確保対

策に転換ということです。これは具体的に

どのような形で成果を得て、そして目標が

達成されたと判断してよろしいのか、その

辺をお尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 自衛隊退職者の件

につきましては、もともとは自衛隊退職者

が介護の担い手になり得ないかという一つ

の考えを持っていました。 

それとは別な面で、介護の担い手の確保

も上げていたので、あえてそれを別々に考

えるよりも一体として考えるほうがいいと

いうことで、自衛隊退職者の分を介護の担

い手に振り替えるような形で転換したと御

理解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） そのように振り

替えたということは分かりました。 

具体的にそうした取組の中で、自衛隊の

ＯＢの方で何人ぐらいが介護の担い手にな

っているのか、実績があればお知らせくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回の振替という

ことは、初めは個々の案件として考えてい

たのですけれど、実際にＯＢの方とか、こ

れから退職される方といろいろ情報交換を

すると、介護の世界を希望されるというの

はなかなかいませんよというのが、正直な

結果でございました。 

ですから、それをこちらから政策として

誘導するのは非常に難しいことで、あくま

でも退官される方がどのような仕事につき

たいかということをしっかりと支援するべ

きだと。そのような考え方からそれをなく

して、もし今後、介護の中で希望する方が

出てきたら介護の担い手として取り組もう

ということで、正直に言うと、項目を一つ

落としたと理解していただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 状況は分かりま

した。 

引き続き、自衛隊のＯＢの方には退官後

も地元に残っていただいて、そうした面で

はしっかり美幌町民として、町も応援して

いくということでやっていただきたいと思

います。 

全ての事業にめどをつけることができ、

おおむね順調と答弁いただきました。 

そこで、個別施策ごとにお尋ねします。 



 

－ 116 － 

まず、宿泊施設の誘致については以前、

私も一般質問をしましたし、町長からも説

明がありましたけれども、その後の着工の

めどだとか、当初説明あった時期からちょ

っと遅れているのかなという認識を私は持

っていますが、その後どうなっているのか

お尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回の施策の中

で、宿泊施設の誘致については７月に来て

いただいて、来年度春から着工という話で

ございます。その後、いろいろ細部の話と

しては協議しておりません。 

ただ、年末に再度、あちらから来ていた

だけるという話がされています。できれば

私から行って、今後の状況に変わりない

か、その辺の確認をして、状況の変化があ

ればその内容によっては皆さんにしっかり

とお知らせしたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 町民側が強く願

っていた宿泊施設の誘致ということですの

で、遅れなければいいのですけれども、町

長も帯広に出向いてということですから、

またそうした状況が分かれば、ぜひ議会に

も報告をいただきたいと思います。 

次に、ゼロ歳児保育の充実では、時間外

だとか、定数増を図りたいということが記

されておりましたが、この間の取組でどの

ように充実されているのか、その辺の状況

についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ゼロ歳児保育の

充実という部分につきましては、民間保育

所におきましてゼロ歳児保育の拡充、定員

の確保を行っているほか、町の一時預かり

事業におきましても拡充を行っているとい

う形でございますので、御理解をいただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 定員拡充という

のはどの程度増えているのか、私は承知し

ていませんけれど、民間保育所ではどの程

度増やしているかという数字を町で押さえ

られているのか、また、この時間外という

のはどのような意味で挙げられているの

か、その辺を説明いただけますでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） 定数の部分でご

ざいますけれども、民間保育所、認定子ど

も園の部分で、建て替え・改築に伴って１

２名増えているということでございます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 次に、第３子以

降の小中学生の給食費無償化の実施という

のは大変ありがたいと、私も保護者の方か

ら感謝の言葉を聞いております。 

この辺は財源が非常に大きな課題かと思

いますが、今後のさらなる拡充への町長と

しての意欲についてお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の時点で、どう

するということをお話する時期ではないか

なと思っております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 私以外の議員

も、この辺について過去に一般質問等をさ

れているかと思います。 

第３子以降を行ったことで、保護者から

は大変歓迎の声が聞かれておりますので、

財源の確保ということが大きな課題かと思

いますけれども、次期に向けて、さらなる

子育て支援という意味で、保護者にとって

大切な施策かと思いますので、引き続き検

討していただきたいと思います。 

次に、美幌の教育には特徴を出すために

語学教育に力を入れていると書かれており

ますが、具体的な取組状況や成果について
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どのようになっているのか、お尋ねしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 具体的な取組につ

いては、教育長から答弁させていただきま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長、申し訳な

い。教育長は指名されておりません。 

○町長（平野浩司君） 分かりました。具

体的には、それぞれの小学校でイングリッ

シュルームを設置して、そこで英語に直接

触れると。 

その中においては、なるべく日本語を使

わないで英語に触れる機会をつくったり、

それから英語圏の文化を学ぶとか、そのよ

うな取組をしっかりやっていただいている

という状況でございます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 分かりました。

私も質問を出した時点で、個別政策まで踏

み込むことを念頭に置いていましたけれ

ど、教育長までは通知していませんでした

ので、後ほど教育委員会に詳しくお尋ねし

たいと思います。 

次に、これも教育委員会のことに関わっ

てきますが、人材育成のために未来のアス

リート応援事業というのを推進されてい

て、特に、スポーツに関わっている子供さ

ん、保護者からは大変喜ばれております。 

陸上やクロスカントリーを主に、美幌町

の子供たちが全道・全国で活躍して、北海

道の競技団体等の強化選手に指定される選

手が非常に多くなっております。 

こうしたことから、次に向けてこの辺の

予算の拡充の必要性だとか、そのようなこ

とについて、町長としての見解があればお

尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の施策の中で、

初めにはアスリート、そして今年からはア

ーティストということで、これからの将来

を担う子供たちに専門的なという話であり

ます。 

これは、一つの軌道、一つの施策として

進んでおりますので、次を誰がやるにして

も継続と強化、充実を図っていくべきだと

考えております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 以前、一般質問

でスポーツと健康づくりのまちづくり宣言

について、教育長にも質問させていただき

ました。 

美幌町はスポーツ振興に力を入れており

ますので、先ほど言った種目だけではない

ですけれども、文化面でも部活動を中心に

しながら子供たちが全道・全国で活躍す

る、それらの後押しをするための応援事業

というのは非常にありがたいと、私も保護

者からいろいろな声を聞いております。 

当然、そのためには対象者が多くなった

り、あるいは、吹奏楽だとか団体で出たり

するときは、かなり派遣費用もかかってま

いります。 

町長はしっかり継続と強化をしたいとい

うことでしたので、新年度予算も始まりま

すから、こうした部分を今後も継続して、

実際の活動状況などを勘案しながら必要な

予算措置をしていただくと受け止めてよろ

しいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 大きな変更がある

場合には政策的要綱でありますけれども、

現在の部分をしっかり強化していくという

ことについては、新年度で当初から予算づ

けをするように指示はしたいと思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 次に、地域の見

守り体制の充実でございますが、この中で

ひとり暮らしの高齢者や買物困難者の支援

を掲げております。 
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特に、買物困難者の支援というのは、具

体的にどのように取り組まれて成果が出て

いるのか、そのようなところを具体的にお

答えいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回挙げている施

策は全て行政がやるということではなく

て、民間の方々も含めてトータル的にこの

ような施策を挙げたと御理解いただければ

と思っています。 

行政に関わる部分においては、直接では

ないのですけれども、地域交通の中におい

て、皆さんが出やすい環境としてもーびー

を走らせることで足の確保をする。 

一つの項目の中で全てができているとい

うことでなく、一部実施しているので、お

おむね実施という表現にさせていただいて

おります。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 町長が言ったも

ーびーは町民から大変好評です。 

費用のことはありますけれども、今まで

循環バスの停留所がなかったところに新た

に設けて、もちろん乗る時間に制約はあり

ますが、片道３００円で自分の好きなよう

に、非常に使い勝手がいいということで

す。 

そのような意味で、ひとり暮らしの元気

な方はそれで買物するとか、そのような部

分で役立っているのだろうと思います。 

もーびー以外の部分で買物困難者という

ところについて、行政はどのように町民の

協力を得て、支援を働きかけているのか、

その辺の状況について分かればお知らせい

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回の施策の中

で、買物困難者の支援という話なのですけ

れど、なかなかそこができていないと。 

地域においては、民生委員も含めて自治

会の方々が、独居老人も含めてそのような

方々に関わっていただいてるのですけれ

ど、では具体的に誰がその用を足していた

だけるのか、それがなかなか難しい状況

で、うまくできていないという認識であり

ます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 先ほど言ったも

ーびーを利用されている方は健康で、自分

でバスに乗って買物も行くことができる。 

それから、配達で言えば、町内の商店も

そうですし、大型店でも高齢者には無料で

配達してくれるという制度があります。 

ただ、その部分がなかなか利用できない

買物困難者とか、それから、前にも触れた

ことがありますが、公営住宅等でごみを出

すのが非常に困難だというか、決められた

曜日に決められた場所にごみ出しをする、

置いたりするのが難しいと。 

北見は行政で取り組んでおりますけれど

も、いわゆる高齢者の困難事例とか、どの

ような形でサポートしていけば高齢者の

方、特に体にいろいろな障がいを持った

り、困難を抱えている方が安心して暮らせ

るのかということも視野に入れながら、次

に向けてこの辺の重点施策を強化していく

べきではないかなと思いますが、その辺に

ついての町長の見解をお尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 次の施策というよ

りも、買物困難者の中で元気な方にはいろ

いろお願いしたり、上杉議員が今おっしゃ

った形でいろいろな方法がとれるのですけ

れど、一番はそこに至らない人たちにどう

関わってあげるかということだと思うので

すね。 

これは政策というよりも、地域でそれを

できる体制にしなければいけないと思って

おります。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 
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○１１番（上杉晃央君） 高齢であるがゆ

えに、そのような生活困難という部分でい

ろいろな課題を抱える高齢者がおりますの

で、その辺も今後の地域の見守り体制の中

では一層充実を図っていただきたいと思い

ます。 

次に、小規模多機能型の居宅介護施設の

整備について現在、町で積極的に取り組ん

でいただいて、南２丁目で建設工事が順調

に進んでおり、予定では来年４月の開業が

待ち望まれています。 

以前も一般質問で提案させていただきま

したが、町が介護福祉計画を立てるときの

アンケートの中で、施設入所を希望しない

人が５２％。希望する人が少ないというこ

とですが、希望する人は４２％いるのです

よね。８割が希望しないということではな

くて、アンケートでは５２％が現時点では

希望しないけれど、希望するという方が４

２％いたという町の回答でした。 

施設入所を希望する方がそれだけいると

いうことで言えば、今、整備している居宅

介護施設に入所型の介護施設を併設する、

あるいは一般質問もしましたが、ケアハウ

スの整備を次の重点施策に加えて、力を入

れて取り組むべきではないのかなと思いま

すが、そうした面での必要性について町長

はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 次に向けてと聞こ

えて、非常に答えづらい部分はあるのです

けれども、今回、松浦議員の質問にもあっ

たのですが、そのような施設については次

期計画に向けて、アンケートとかを全部実

施し、委員会を設置した中で何が必要かと

いうことの一つの判断をされると思ってい

ます。 

今の計画においては、民間による小規模

多機能を整備すべきということにおいて、

町もしっかり努力してきた経過がございま

す。 

これからについても、今言われた部分の

しっかりした分析を基に、まずは計画の中

にどう反映するかしないか判断した中で進

めていくことだと私は認識しております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 次にと言うと、

町長がなかなか答えにくいのは分かりま

す。 

しかしながら、町の総合計画の構想の中

にもケアハウスの必要性とか、そうしたこ

とが掲げられております。 

もちろん、これは町が建てるということ

ではなくて、民間、法人とか、介護事業者

の協力によらなければ実現できないことで

あります。 

国はいくら在宅在宅と言っていても、残

念ながら高齢化が進んで、人口は減少して

います。家族の中で介護をすることが極め

て困難な世帯も増えてくるという状況を考

えたときに、介護保険事業全体には財政的

な圧迫も与えますけれども、私としてはそ

のようなところをしっかり支えていくとい

う意味で、先ほど申した施設について、町

としてもできるだけ早い時期に実現できる

よう取り組んでいただきたいと思います。 

この項目の最後ですけれども、自己評価

で合格点に達していると答弁いただきまし

た。 

私の基準の点数、おおむね８０点以上な

のか、７９点以下なのかということで言え

ば、町長はどちらに評価して区分されるで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） おおむねという部

分で言ったときに、私は余り高い点数は見

ていません。 

大体７０ぐらいをベースとしてどうなの

かと見ていますので、その意味では７０よ

りは超えているかなと自分で評価しており

ます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 
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○１１番（上杉晃央君） 及第点は何点か

というのは別にして、７０点以上であれば

通常は及第点だと、町長もそのように自己

評価しているということで受け止めたいと

思います。 

この項目の最後ですが、次期町長選への

出馬表明については、しかるべき時期に態

度を明確にしたいと答弁をいただきまし

た。 

１日目の稲垣委員の再質問で、来年１月

中旬頃までにはと答弁されておりますの

で、非常に懸案事項も多く、町長として賢

明な判断をして、この質問は終わりたいと

思います。 

次の質問に移らせていただきます。 

マイナンバーカードの交付率についてで

すけれども、総務省のホームページで検索

しますと、１１月３０日現在では約６,７８

５万人、交付率は全国で５３.９％、町村で

５２.５％、都道府県順位を見ますと北海道

は５２.２％で３３位となっております。 

全国町村の一位は大分県の姫島村で９３.

４％、人口は１,８７８人です。 

北海道の町村では、全国１０位に壮瞥町

が入っておりまして７７.５％、美幌町は４

６.９％で管内１０位となっております。 

このカード交付率によって地方交付税が

減額されるといった趣旨ではないとのこと

ですけれども、当時の総務大臣が記者会見

で表明されております。 

そのような乱暴な措置はとらないと受け

止めますけれども、記者会見は動画でもき

ちんと残っておりますので、その後、総務

省がそのような趣旨ではないと、国会内

外、どこかでそうした表現をしていたのか

どうか定かではありませんが、先ほど答弁

にあったようなことで心配ないのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 上杉議員の御

質問に御答弁いたします。 

御質問にあります前総務大臣の発言の後

に、総務大臣自らの記者会見があったよう

で、その際、決して普通交付税を減額する

といった趣旨のものではないと発言されて

いるのを確認しておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 私はその発言の

動画を見ていなくて、その前段で記者会見

をしたときの話でしたので、そうであれば

心配はないと思います。 

ただ、この答弁の中にもありましたけれ

ども、自民党で出しているマイナンバーカ

ードの普及の観点から新たな支援策という

中で、令和５年度に設けるデジタル田園都

市国家構想交付金の配分に関してなのです

が、自治体ごとの普及状況を反映させる方

針と完全に書き込んであるのですね。 

それで、概算要求２,０００億円が盛り込

まれる予定です。 

この自民党の資料によると、制度設計の

中で三つのタイプに分け、交付率が全国平

均以上を申請条件とするほか、他の自治体

の優良モデルを活用した取組として申請す

る場合も交付率を勘案して決めると。 

実は、こうした具体的な絵でタイプ１、

タイプ２、タイプ３でどうするかというこ

とが書いてあるのですね。 

地方交付税の部分は、先ほどの財務課長

答弁のように総務大臣が修正しているとす

れば、そこをいじることはないと思うので

すが、このデジタル田園都市構想交付金の

配分、もちろん美幌町も今、国からの指示

もあっていろいろな形で取り組んでいま

す。 

どこのタイプでやるかということは、今

後の町の制度設計になってくると思うので

すけれども、地方交付税では影響を受けな

くても、今後この交付金を町が確保しよう

として申請する場合に影響が出るのではと

心配しておりますが、その辺について町の

考え方があれば、お聞かせいただきたいと
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思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御答弁申し上

げます。 

まず前段、地方交付税の影響の関係です

けれども、財務課長が答弁したとおりです

が、１１月２２日に経済財政諮問会議がご

ざいました。 

その際、ホームページを通じて配付資料

の閲覧が可能なのですけれども、そこを見

る限り、地方交付税については総額を適切

に確保しますと、また、重要な課題の一つ

として、地域のデジタル化の推進を掲げて

います。 

デジタル化に当たっては、地方において

財政需要が拡充することになると、ついて

はマイナンバーカードの交付率を普通交付

税算定に反映したいという記述があります

ので、交付税本体を減額するという趣旨で

はなくて、デジタル化に必要な経費が発生

する分を個別算定経費に加味しますよ、要

は追加して交付しますよという趣旨での資

料になってございます。交付税について

は、以上の点であります。 

また、今、議員から御指摘のあったデジ

タル田園都市国家構想の基本方針が示され

ておりますけれども、その中にマイナンバ

ーカードの普及促進・利活用の拡大という

項目がございます。 

こちらを踏まえたデジタル化のいろいろ

な事業がこれから制度設計されるのだと思

いますけれども、確かに全国平均のマイナ

ンバーの交付率を使用するような記述もあ

ります。 

ただ、詳細はまだ示されておりませんの

で、現段階で何か行動を起こすということ

にはならないのですけれども、せっかく国

全体でデジタル化を図っていくという基本

姿勢がありますので、その交付率によって

要件を定めるというのは決して望ましいこ

とではないと考えております。 

仮に、そのような動きがあれば、様々な

機会を通じて地方の声を国に届けていくと

いう動きが必要になろうかと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） この資料で例え

ば、高度利用型のタイプ３だとかタイプ２

というのを見ると「現状交付率全国平均以

上を申請要件」と書いてあります。 

もちろんデジタル化を推進するというの

は、地方自治体も含めて日本政府にとって

大変重要な施策ですから、そこを推進して

いくということは十分理解はできます。 

ただ、新年度に向けての予算方針という

のは、自民党政調会だとか、商工会を通っ

て出ている文書だと思うので、総務部長が

言うように私もこの交付率を条件にして交

付金にさじを加えるというのはどうかと。 

先ほど美幌町の交付率はこうですけれ

ど、一方では申請率というのがあって、申

請率はもっと高いですから、少しずつ上が

っていくのだと思います。 

１階の窓口で職員の方が、お年寄りの方

にマイナンバーカードやポイントの分から

ないところを親切丁寧に説明しながら、何

とか頑張っています。ポイントをどうする

のかと聞くと、シティだとかいろいろなと

ころで使えて、カードを持っていればでき

ますよということをやりながら努力をして

います。 

それでも、１１月末現在では４６.９％

で、全国が５３.９％、町村だけ見ても５

２.５％なのですよね。 

全国平均というのは多分、全国、全町村

の平均をとると思うのですけれども、万が

一、美幌町がマイナンバーカードの交付金

を申請する場合に、このタイプ３とタイプ

２を利用するとしたら、ここは平均以上で

ないと、それが要件だと言っているから、

逆に平均以下だと申請できないということ

なのですよね。 

それを私はいかがかなと思うし、タイプ
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１の優良モデル導入の支援型を見ていて

も、採択に当たり交付率を勘案ということ

は、政府がさじ加減して、美幌町はちょっ

と低いから予定はこれだけれども少し交付

金を下げるよとか、そのようなことを言っ

ているのだと思うのですね。 

そのことは今、政府が目指そうとするデ

ジタル推進という意味で言えば、こうした

申請率を条件に手を加えるというのは、自

治体側としてはやはり非常に問題があるな

と私は思います。 

先ほど、総務部長はそのような動きがあ

ればしかるべき対応を取りたいということ

ですけれど、町長としては、町村会をはじ

め、いろいろなところに関わっていて、美

幌町として具体的にそうした動きを問題に

して取り上げたり、あるいは国に対して働

きかけたりするような取組を今後、機会が

あるのかどうか、その辺をお尋ねしたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、総務部長から

お話したことは、原則としてそのとおりで

す。 

交付税についても、首長たちで勘案する

ことは絶対に望ましくないよねという話を

しています。 

そうは言っても、並行して国が進めるデ

ジタル化でいけば、マイナンバーはマイナ

ンバーで進めなければいけない、そのこと

に対し交付税は減らさないということで、

上乗せに対する一つの参考として、それは

それで分かりましたという思いでありま

す。 

それから今、デジタルの交付金に関して

ランクづけされるということに対しては、

皆さん不満だという話です。 

それがどこまで通じるか分かりませんけ

れど、そのような話はしております。 

やはり、どこを採択するとなった場合に

は、点数をつけている区分よりもそれぞれ

の町がどのような思いで、どうするかとい

うことが採択の判断の対象だと思うのです

ね。 

正直言って、原則論の話とそれぞれの町

が競い合うことは別だと考えると、筋は筋

で通すこと、それから一方では、その率を

高めて町の特色を出したものを提案して採

択を受けるということが必要かなと思って

います。 

こうだからこうだという一つの答えだけ

ではなく、全体的なもので判断せざるを得

ないということを御理解いただきたいと思

っております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） このように自民

党も施策として出している以上、多分こう

した流れなのでしょう。いずれにしても全

国平均であったり、あるいは交付率を勘案

するということが書かれているということ

は、こうした制度の中では、余りにも交付

率が低い自治体についてはさじ加減ではじ

かれたり、減らされたりということが、最

終的にはあり得るのだろうと思います。 

ですから、町もいろいろな努力をされて

いて、私も役場へ来たときに１階をちょっ

と見たら、皆さんが高齢者の方に個別でい

ろいろやっていて、そして、手続が終わっ

た方から大変親切にやっていただいてと。 

私も自分でやったけれどなかなかうまく

いかないという部分があるので、特に高齢

者の方は本当に大変だと思います。 

事実上、その交付率が今後の交付金に影

響するとすれば、恐らく直近で年が明けて

からどこか、１月末とか２月末ぐらいなの

か、いつの時点での交付率を推進交付金の

数値に使うのかちょっと分かりませんけれ

ども、そうしたところのデータを基にやる

のであれば、残された期間で極力取得率を

上げてもらうよう、町としてさらに頑張っ

ていただきたいと思います。 

このことに関して、政府は昨年１０月か

らマイナンバーカードを保険証として運用
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しております。 

それで、２０２４年度の秋には現在の健

康保険証を廃止して、マイナ保険証に一本

化するという方針を示しております。 

ところで、美幌町内の医療機関とか調剤

薬局において、マイナ保険証の読み取り装

置というのは、どの程度整備されているの

でしょうか。 

私もマイナンバーカードを持っていて、

病院へは持っていったことはないのです

が、町内の薬局などで少し見たことはあり

ます。 

歯医者さんでも見たことありますが、読

み取り装置の整備状況というのを町で把握

したものがあれば、お知らせいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 先ほど私、御

答弁申し上げましたが、デジタル田園都市

国家構想交付金の受給要件についての情報

を今、入手しました。 

それで、詳細ではないのですけれども、

当初、国においてはマイナンバーカードの

交付率、実際にそのカードが手元に行った

人の割合で要件を定めようとしていたので

すが、全国知事会の要請によって、マイナ

ンバーカードの申請率をもって要件を判定

するという情報であります。その際の基準

日ですが、１１月末時点の全国平均の率を

用いるということであります。 

ちなみに、１１月末時点の全国平均は、

先ほど議員御指摘のとおり５３.９％ですの

で、５３.９％を上回れば基本的には受給要

件を満たすということになろうかと思って

おります。 

ただ、美幌としては、昨年の１１月にＤ

Ｘ推進計画を策定しております。その中

で、マイナンバーカードの普及率について

は７０％を目指していくという計画を設け

ておりますが、到底到達しておりませんの

で、いずれにしても町民の皆様に機会を通

じて、マイナンバーカードの普及を呼びか

けていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） マイナン

バーカードの保険証利用の関係でございま

すけれども、現在確認されているところで

は、町立病院１件、そして民間の医院１件

でシステムの導入が図られているというこ

とでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 総務部長から交

付率ではなくて申請率ということで、総務

省のホームページを見ると申請率と交付率

が分けて出ていましたので、申請率だと美

幌町はもっと高いですから少し安心しまし

た。 

いずれにしても、１１月末のデータを基

にという判断なのですね、分かりました。 

新聞によりますと、全国の医療機関だと

か調剤薬局など、この読み取り装置を入れ

ているところで非常に不具合があって、う

まく反応しなくて困っているという事例な

どもあります。 

最終的に保険証になるとすれば、２０２

４年秋といったらそこまで遠い先ではない

ので、町民の皆さんにもしっかりと対応し

た中でやっていかないと、中には本当に困

る町民の方が出てくるのかなという心配も

あります。 

先ほど言った地方交付税の算定について

は加味されないということでしたので、交

付金の決定については、総務部長が今言っ

た交付率から申請率がある程度の基準にな

るということです。 

このデジタル化というのは、これから避

けて通れない、行政にとっても重要な課題

だと思いますので、ぜひ積極的に取り組ん

で、これらの交付金によって美幌町のデジ

タル化が一層推進することを期待して、私

の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これで、１１番上
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杉晃央さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１３時２５分といたします。 

午後０時１０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後１時２５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

○議長（大原 昇君） 次の一般質問の前

に、先ほど上杉議員からあった一般質問の

中で、町長の重点政策に関する質問があり

ました。そのことについて、担当部局から

答弁調整ができたということでありますの

で、発言を許します。 

福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 午前中の上杉

議員の御質問１項目め、町長の政治姿勢に

ついての中で、保育時間に関しての御質問

がございました。 

それに関しまして、町内二つの幼稚園が

認定こども園になったことから、保育時間

が従来の８時から１８時より７時半から１

８時半の１１時間保育に変わってございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 私から

は、上杉議員の一般質問におきまして、マ

イナンバーカード関連で、保険証化による

医療機関のシステム導入の件数、その状況

についての御質問をいただいたところでご

ざいます。 

ここ直近におきまして、運用が既に開始

されているという状況が確認できましたの

で、先ほどの件数につきまして、訂正をさ

せていただきたいと思います。 

まず、町立につきましては先ほど１件と

いうお話をしましたが、これはこのまま１

件でございます。 

民間の医院につきましては先ほど１件と

いうお話をさせていただきましたが、こち

らにつきましては５件が運用開始されてい

るところでございます。 

なお、民間の医院につきましては町内８

医院ございますが、残りの３医院につきま

しても１２月以降の運用開始を予定して現

在進めているということでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

○議長（大原 昇君） 通告順により発言

を許します。 

８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 〔登壇〕 私

は、さきに通告いたしました３項目につい

て質問いたします。 

まず１点目、教育行政についてです。 

小中学校で精神疾患の知識を。 

精神疾患は、がんや脳卒中などと並ぶ五

大疾病の一つであり、統合失調症、鬱病、

不安障害、摂食障害や認知症などの精神疾

患で治療を受ける人は増加傾向にありま

す。 

厚生労働省の患者調査によると、２０１

７年の精神疾患を有する総患者数は４１９

万人で、そのうち２４歳以下は３９万人と

されています。 

ただ、精神疾患の知識がなかったり、偏

見を恐れたりして受診をしないケースも多

く、実際の発症者はこれより多いとされて

います。 

国の自殺対策白書によれば、自殺原因が

鬱病の割合は、女子高校生では最多、男子

高校生では３番目に多いとされています。 

文部科学省の中央教育審議会が、２０１

６年に２０代の死因の半数が自殺であるこ

となどを挙げて、現代的な健康課題の内容

の充実について答申し、２０２２年度から

高校の保健体育の授業で統合失調症や鬱病

などを取上げ、誰もがなり得る、治療や支

援を早期に始めることで回復の可能性が高

まる、偏見や差別の対象ではないことなど

を教えるよう求めています。 

一方、義務教育では、小学５年生で不安

や悩みへの対処、中学１年生でストレス対
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処を学ぶにとどまっていますが、精神疾患

は小学校の頃に兆候があったり、高校進学

前に発症する子供も多く、友達関係や進学

に大きく影響するため、小学校高学年や中

学校などから症状や経過を教え、自分や友

達の不調に早く気づき、相談できるように

する必要があると言われていますが、町内

の小学校、中学校での現在の状況や今後の

取組などがあれば、お聞かせください。 

２点目は、健康増進対策についてです。 

骨粗鬆症の検診について。 

骨粗鬆症は、加齢などに伴い、古い骨を

壊す細胞と新しい骨をつくる細胞のバラン

スが崩れることが主要原因で起こり、骨が

もろくなり、寝たきりになってしまうこと

もあります。 

日本骨粗鬆症学会によると、患者数は女

性９８０万人、男性３００万人の計１,２８

０万人に上ると推計されています。 

現在、健康増進法に基づく骨粗鬆症検診

は、４０歳から５歳ごとに７０歳までの女

性が対象であり、運動習慣や食生活の内容

などの確認、エックス線や超音波で腰椎や

足の骨密度を測るとのことですが、町内の

受診率はどのようになっているのか、ま

た、受診率向上や骨粗鬆症予防の対策があ

ればお聞かせください。 

３点目は、商工業振興対策について。 

働き手不足についてです。 

少子高齢化による生産人口の減少で、町

内でも働き手不足により飲食店が閉店する

などの事例があり、不安があります。 

建築関係や町のインフラ整備に関わる人

材不足が特に深刻であると言われていま

す。 

団塊の世代と言われた人々の後を継ぐ世

代の不足、特に、技術や資格を有する人々

の育成には時間がかかると考えられます

が、町内の状況をどのように把握している

のでしょうか。 

また、解決への対策などがあればお聞か

せください。 

以上３点、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 岡本議

員の御質問に答弁いたします。 

教育行政につきましては、後ほど教育長

から答弁いたします。 

初めに、健康増進対策についてですが、

骨粗鬆症は、加齢等により骨密度が著しく

低下した状態をいい、そのままにしておく

と圧迫骨折や心肺機能の低下、気分の落ち

込みや鬱状態など、全身に様々な悪影響を

及ぼす病気です。 

町内の受診率については把握しておりま

せんが、町にある五つの医療機関におい

て、医師の判断で保険診療として検査を実

施し、年間約２００名が受診している状況

にあります。 

骨粗鬆症対策への基本は、骨や筋肉に負

荷をかける運動とビタミンＤ、カルシウ

ム、ビタミンＫの三つの栄養素を毎日の食

事でバランスよく摂取することが必要とさ

れ、生活習慣の改善によりある程度の予防

が可能です。 

町では、調理実習等による健康教育やし

ゃきっとプラザなどの運動教室の実施によ

り、骨の健康を守るための予防を実践しな

がら、骨粗鬆症の恐れのある方は医療機関

への受診勧奨を周知してまいりますので、

御理解をお願いいたします。 

次に、商工業振興対策について。 

働き手不足についてですが、本町の雇用

情勢の指標となります北見公共職業安定所

美幌分室による美幌管内の有効求人倍率に

つきまして、令和４年１０月では１.６９と

高く、近年、有効求職者数に対して有効求

人数が多い状況が続いている現状にありま

す。 

また、令和４年１０月、同管内の事業所

が募集している求人を仕事の内容別にみる

求人の割合及び有効求人倍率につきまして

は、介護職員や調理員などのサービスの職

業が２４.１％で３.３９、冷凍加工食品製
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造工や自動車整備工などの生産工程の職業

が２０.０％で３.７６、土木・建築技術者

や看護師などの専門的・技術的職業が１７.

２％で３.２４となっており、人材が不足す

る職業の上位を占めている状況でありま

す。 

御質問の解決への対策等についてであり

ますが、美幌建設業協会では町内の土木建

設業界で働く人をより呼び込もうと、一般

社団法人ドット道東と協力し、建設業界の

仕事を知ってもらう記事広告の企画を本年

１０月より始めたところであります。 

また、町は商工会議所との連携のもと、

町外から働き世代を誘致するため、令和元

年東京都で開催のＵＩターン相談会で企業

紹介するとともに、移住・定住パンフレッ

トの配布や町のＰＲなどを行っておりま

す。 

さらに、町では働く方への政策として、

現在、技術向上を目的に各種の職業訓練教

育を行う北見地域職業訓練センターに負担

金を支出しているほか、商工会議所との連

携のもと、中小企業大学旭川校への研修受

講活動に対する助成を行っているところで

あります。 

今後とも少子・高齢化が深刻化する中、

地域経済や公共インフラを支えていく人材

確保と人材育成は重要な課題であると考え

ており、引き続き、これまでの事業を継続

してまいりたいと考えておりますので、御

理解をお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 〔登壇〕 岡本

議員の御質問にお答えいたします。 

小中学校における精神疾患の教育であり

ますが、学習指導要領に基づき、小学校で

は５年生の「心の健康」の単元において、

心の発達・不安や悩みへの対処について理

解し対処することを、中学校では１年生の

「欲求やストレスへの対処と心の健康」の

単元において、心身の機能の発達と心の健

康について理解を深めてストレスへ対処す

ることを学んでおり、心の健康を中心に学

習しております。 

あわせて、心や体をはじめ、心配事があ

れば学級担任や保健室で相談に乗る体制を

整えているところであります。 

また、学校生活において、児童生徒にふ

だんと違う言動が少しでもあった場合は寄

り添って話を聞くことや、内容によりスク

ールカウンセラーにつなげるなどの対応を

行っております。 

今後につきましても、学級担任を中心に

養護教諭と連携した中で、小さなサインを

見逃すことなく、相談体制の強化を図って

まいりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

以上、お答え申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） それでは、教育

行政から２回目の質問をしてまいります。 

答弁で、今、小学５年生で心の健康、中

学１年生では欲求やストレスへの対処を学

んでいるということですけれども、どのく

らいの学びの時間をとっているのでしょう

か。 

もし分かりましたら教えてください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） ただいま

の御質問でありますけれども、申し訳あり

ません、確認はしておりませんでした。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 自分の心の持ち

ようとか、悩みなどを話すとか、そのよう

なことを学んでいるのかもしれませんけれ

ども、それが精神疾患につながるとか、そ

のようなところまでは学んでいないのかな

と思っているのですね。 

何か症状が表れても、それが精神的なも
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のから来ていると本人も周りも気づかない

のではないかなと思っています。 

私も経験としまして、１０年以上前なの

ですけれど、議会が非常に大変だったとき

に、いつもは眠りが深いのですが、眠って

も割とすぐに何回も目覚めてしまうという

ことで、国保病院の総合診療内科に行った

のです。 

そしたら、先生が話を聞いて、精神安定

剤と睡眠導入剤を出してくれました。その

ときに初めて「あ、こういうことなのか」

と思ったのですね。自分が眠れないことが

精神的なものから来ていると、全然思って

いなかったのです。でも、そのような薬を

処方されて初めて、そういうことなのかと

気がついたのですね。 

それから、自分の気持ちを切り替えて事

なきを得たのですけれど、子供だったら余

計、そうしたことに気づくのが遅いのでは

ないかなと思っています。 

実際に教育現場では、４０年間教えられ

ていなかったということなのですね。それ

を聞いて、じゃあ４０年前、私たちのとき

にそのようなことを教えられたかという

と、自分でも全然記憶がないのですよ。 

ただ、精神疾患を持つ親たちが、精神疾

患について義務教育の現場から児童生徒に

教えるよう求める署名活動をネット上で続

けている。 

これはどういうことかというと、子供が

小学生の頃から小さな訴えがあり、症状と

して大きく表れるようになって、統合失調

症とか、鬱とか言われて初めてあれがサイ

ンだったのだと分かる、必ずそのサインは

小学生や中学生のときに出ているというこ

とです。 

統合失調症の患者を持つ家族会の保護者

１６１人にもアンケートをして、明らかな

症状が出たのは１６歳から１７歳で１

７％、でも、今思えば前兆だったかもしれ

ないと思う症状は１２歳から１５歳で４

５％と、そこに集中しているということな

のです。その頃の時代というのは思春期な

のだとか、反抗期なのだとか、そのように

親が捉えていたと。 

親も学校も精神疾患の予防という意識を

持てていたなら、もっと違う対応ができて

いたかもしれないと、発症してから悔やん

でいるということなのですよね。 

高校は今年から取り組んでいるというこ

となのですが、学校の勉強プログラムとい

うのはびっしりあって、中に入る余地があ

るのかは分かりませんけれども、精神疾患

から不登校になったりするということを考

えれば、今、言っているように小学校時

代、中学生になる前に、親も含めてもう少

し深く学びができないかと。 

今、答弁では学校がよく見ているよと

か、養護の先生がよく対応しているよとい

うことなのですけれど、その辺のことにつ

いてもしお考えが変わったりあれば、教育

長に再度質問したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの御質

問でございますが、まず、小学校、中学

校、高校それぞれに学習指導要領がござい

ます。 

今回、高校で４０年ぶりに精神保健につ

いて盛り込まれたということは、やはりそ

れだけ重たい問題で社会問題化しているの

かなと認識しているところでございます。 

また、それゆえに小学校、中学校に対す

る導入については慎重に対応しているた

め、今回は盛り込まれなかったのかなと教

育委員会としては考えるところでございま

す。 

学習指導要領の関係でございますけれど

も、１回目でもお答えさせていただきまし

たように、小学校については「心の発達・

不安や悩みへの対処」について理解すると

いう非常にぼわっとしたところでございま

す。その中には、例えば、心と体には密接

な関係があるだとか、不安や悩みへの対処

には大人や友達に相談する、仲間と遊ぶ・
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運動するなど、いろいろな方法があるとい

うことをまず指導しているところでござい

ます。 

その後、中学生では、少し深く入ったと

ころで「心身の機能の発達と心の健康」に

ついて理解を深めて、ストレスへの対処を

するということで、議員おっしゃいました

ように、思春期にはその年代に合った症状

が表れるだとか、精神と身体は相互に影響

を与えて関わっていること、欲求やストレ

スは心身に影響を与えるということを指導

している状況でございます。 

１回目の答弁でもお話させていただきま

したけれども、まずは日々の健康状態だと

か、様子に対してもしっかりと学校を挙げ

て取り組んでいるところでございます。 

その中で少しでもおかしい、心配すると

ころがあれば、養護教諭やスクールカウン

セラー、学校ぐるみで寄り添っている状況

でございます。 

そして、小学校、中学校とも、総合的学

習という単元がございます。これは週に２

時間で、年間約６０時間だったと思います

けれども、こちらの中で福祉を学ぶという

ことに取り組んでいる学校もございます。 

例えば、心身の障がいだとかそうしたこ

ともありますので、その中の一つとして、

心の健康だとかについて取り組むことは可

能かなと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 総合学習のとこ

ろに入れようとすれば入れられるというこ

とですね。 

自分が体験してからというのではなく

て、先に知識として教えるということはす

ごく大切かなと思うのです。 

例えば、親もそうなのですけれど、うち

の子供も尿が止まらないという症状があっ

て、これは泌尿器科だと私は思ったのです

けれど、眠ったら止まるのでどこか悪いの

だなくらいに思っていました。 

眠ったら止まるということが大きなポイ

ントだったのですけれど、自分もそこまで

頭が回らなかったものですから、すぐに泌

尿器科に連れて行きましたが結果的に何と

もなくて、最終的に学校の先生から精神的

なものですよと言われました。「精神的な

ものですか」と聞くと「学校で相手にされ

ていませんから」と、軽く言われたのです

よね。これが精神的なものなのかというこ

とで、自分はすごくショックを覚えまし

た。 

例えば、薬を出してくれたので、これを

飲むと効くのだよと暗示をかけるようにし

て、そのように対処した経験がありますけ

れども、このようなサインが精神的なもの

から来ているということに対して親は理解

しないというか、そんなことないだろう、

こんなに一生懸命やっているしとか、その

ように思ってしまうのですね。 

ですから、高校で取り入れたということ

は、これから小中学校にも下りてくるのか

もしれませんけれど、子供たちがそのよう

になる前にこうしたことがあるのだよと、

今、がん教育などもしていますが、普通の

病気と同じような知識を与えるということ

が非常に大切かなと考えています。 

昨日の一般質問でも、美幌町の教育目標

が語られていました。 

「人間性豊かな教育」「確かな学力」

「人間性・健康・体力」とおっしゃってい

て、昔と違ってゲームとか、スマホとか、

そのような時代に根の強い子供をつくると

いうことは、非常に難しいことだなと思い

ますが、精神的なものに対しては今後期待

してまいります。 

子供たちが成長してもそのような病を持

つ人が非常に多いということは、やはり小

さなうちからできることをやっていただき

たいなと思いますので、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思います。 

もう一度、教育長のお考えを聞いて終わ
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りにします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 心の健康につき

ましては、やはり、家庭も児童生徒も正し

い知識をしっかりと持つということが何よ

りだと思っております。 

また、国や道、それぞれ各機関で、例え

ば、毎年３月は自殺対策強化月間だとか、

９月は心と体の健康推進運動月間だとか、

そのような様々な取組をやっているところ

でございます。 

そうしたことに合わせて、毎月学校から

各家庭に対して保健だよりを出しています

ので、その中にも盛り込むことが正しい知

識を持つことにつながるのかなと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） それでは、２点

目の骨粗鬆症の検診について、受診率は把

握していないけれど、年間で２００名くら

いが受診しているという答弁ですが、１０

月３日の道新の記事に「厚生労働省は、骨

量が減って軽い転倒などで骨折しやすくな

る骨粗鬆症の検診の実施要領を見直す検討

を始めた。対象者の拡充も想定し、早期に

患者や予備群を把握することで、治療や適

切な健康管理を促す狙い。政府が掲げる健

康寿命の延伸に向け、対策を強化する」と

出ていました。 

先ほども言いましたように、１，２００

万人が骨粗鬆症だということで、私は、あ

る程度の年齢になったときに、病院の先生

が検診することを勧めてくださることが手

っ取り早いと言ったらおかしいですけれ

ど、一番効果のあることでないかなと思っ

ています。 

たまたまうちのすぐ近所の方が７０代の

頃に骨折して、しばらくして聞くとまた骨

折したのだと。奥さんに骨がもろいのでは

ないですかと言うと、２回目に骨折したと

きに調べてもらったら７０代だけれども９

０歳代の骨量で、今やっと治療を始めまし

たと言っていました。 

あと何年かで９０歳になる方なのですけ

れど、まだ畑仕事に行ったりして元気にし

ているので、やはり元気でいるためには骨

密度というのは本当に大切なのだと思って

います。 

運動とか、栄養指導とか、そうしたもの

を否定するわけではありませんけれども、

骨というのは時間がかかりますので、本当

に今、少なくなっている方にはすぐ治療し

ていただくほうが近道というか、効果が出

るものだなと思っています。 

病院に行っている方が多いですから、町

内の医院とか国保病院も含めて、積極的に

骨密度を測ることを勧めていただくという

ことに取り組んではいかがでしょうか。 

もちろん検診なども大切ですけれど、病

院の先生から勧めていただくというお考え

は持っておりませんか。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

２０歳をピークに骨密度が減少すると言

われていまして、４０歳ぐらいから発症し

やすくなって、７０歳以上では相当数が骨

粗鬆症になるのではないかという研究報告

もある中で、御答弁させていただいた中に

もありますが、基本は運動とバランスのよ

い食事だと考えております。 

２０代のうちから、若い世代への健康教

育、あと中高生も含めたトレーニング教

室、栄養相談、美幌町には管理栄養士のほ

かにヘルスリーダーもおりますので、まず

バランスのよい食事、健康教育をしていき

たいと思います。 

また、しゃきっとプラザ等々もございま

すので、骨や筋肉に負荷をかける運動指導

を早い段階から実施してまいります。 

当然、教育と面談の中で検査が必要な場

合については町内５医療機関で実施してお

りますので、そちらへの受診を積極的に勧
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奨してまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 言っていること

はよく分かります。 

私もスポーツをしているときは骨がどう

かとか調べてもらったり、栄養面なども考

えていましたけれども、ただ、グラフを見

ると６０歳ぐらいから結構急激に減ってい

くのですね。 

今の答弁では２０歳から減るということ

なのですけれど、どのような生活をしてい

るかで大分違うと思うのです。 

スポーツをしたり、スポーツの種類によ

っても骨密度が高まるものとそうでないも

のがあるというのですけれども、平均的に

生活もあるかもしれませんが、６０歳以上

から急激に減少するというグラフを見たこ

とがあります。 

でも、減少している人方に今から栄養と

か、そのような指導をして遠回りになるよ

りは、例えば、来年から美幌町では骨密度

を高めるためにまず検査をしてもらって、

そして、骨密度のない人は治療をしてもら

いますよとか、そのような取組ができない

かという質問なのです。 

遠回りのことでなくてもすぐに治療して

もらって、その治療をしている方を知って

いますが、月に１回の注射とか、それから

薬を飲むとか、そこまでお金のかかるよう

な治療でもないし、患者も身体的負担にな

るような治療でもないと思っています。 

介護保険を使うことにならないよう、健

康づくりという面でそのようなことに取り

組むことは不可能でしょうか。 

町長、もしよければお答えいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

まず先に、先ほど道新の記事の紹介がご

ざいましたが、現在、国は健康日本２１

（第二次）というものを策定しており、来

年度見直しがかかる状況にあります。 

これは、国が生活習慣病の発症予防とし

て総合的な国民の指針を示したもので、現

在はがん、脳卒中、心筋梗塞等の循環器疾

患、あと糖尿病などを重症化予防の徹底と

して挙げている状況です。この指針に基づ

いて、道も美幌町においても同じく計画を

進めている状況にございます。 

これまで国は、命に直結するがんや循環

器疾患などの早期発見を重点に考えており

ました。御承知のとおり、現在、超高齢化

社会を迎えてございます。 

今後については、国も高齢者が快適な高

齢期を迎えるため、健康寿命の延伸と健康

格差の縮小を新たな目標として考えている

と聞いております。 

御質問の来年度からの検診に取り組むと

いう部分は、いろいろな医療機関だとか、

検査機関と調整をしなければなりませんの

で、正直なところ来年度の実施は難しいと

考えてはおります。 

しかし、現在、乳がん、大腸がん、子宮

がんについて、レディース検診という形で

女性を対象とした検診を実施しております

ので、その中で効果的な対策として検診が

できるかどうかも含めて、今後の国等の動

向を見極めながら、調査・検討をしてまい

りたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 先ほども言いま

したように、患者数が１,２８０万人いると

いうことは、国民の１割の骨密度が悪くな

っているのではないかなと思っています。 

私は、介護される方の３分の１が転倒な

どによってなるという記事を見たことがあ

りますし、ここの席で言わせていただいた

こともあると思うのです。 

もちろん、がん検診とか命に直結するよ
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うなことも大切なのですけれど、寿命が延

びれば延びるほど普通に生活できるという

ことが、非常に価値のあるものになるので

はないかなと思っています。 

実際に治療をした人がよくなったりして

いるのを見ていますから、ぜひ、国の新し

い指針を待つまでもなく、町独自で取り組

んでいただきたいと思います。 

最初は、少し医療費がかかるかもしれま

せん。ただ、骨折した、入院した、介護を

受けるようになったとなれば、かなり金額

的にも、保険的にも変わってくるのではな

いかなと思っています。 

何より、高齢の方、若い方でもそのよう

な方がいますけれど、その方の幸せを守る

という意味で早期に取り組むべきだと考え

ています。 

町長がお考えを示していただけるのであ

れば示していただきたいし、同じですよと

いう答えならそれでよろしいのですけれ

ど。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 骨粗鬆症という

か、どのタイミングでその意識を強く持つ

かということが大事なのかなと思っていま

す。 

今、うちの町立病院もそうですが、病院

と言われる診療所には、必ずどこも骨粗鬆

症についての貼り紙がしてあります。とい

うことは、それだけ国を挙げて、これから

寿命が延びるということは、皆さん健康で

長生きをしてほしいということで、そのこ

とはしっかりやらなければいけないと思う

のですね。 

それで、担当から説明したとおり、突如

現れるわけではなくて、若いときから明ら

かに減少するということが分かったら、基

本的に予防をしなければいけないのかな

と。 

また、きっかけとしてその兆候があると

か、気になる方はしっかりと受診してもら

って判断してもらうと。 

それは、治療なのか、日常の何かの改善

なのかということをやっていけばいいのか

なと思っております。 

今、高齢の方々に対して、骨密度と腸内

環境をどうするかというコマーシャルが多

く、サプリメントが出ていたり、本当に毎

日のようにＰＲがされています。 

ですから、私もそうですけれど、年齢を

ある程度重ねた人たちはしっかりとそのこ

とを意識して、骨密度というのは年齢とと

もにどんどん落ちていくということを皆さ

んに伝えるというか、そして、その中でど

れを選んでいくかということを当然、国も

ですけれど、町として示していく努力はし

ていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） それでは次に、

働き手不足について、答弁では「専門的・

技術的職業」が１７．２％で３．２４とい

うことで、パーセントで示していただいて

ますけれど、例えば、美幌町の中で何人ぐ

らい足りないのかという人員として把握さ

れているのかどうか、お聞きしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） ハローワ

ーク美幌の労働市場によりますと、令和４

年１０月分でございますが、有効求人数は

３９５人、有効求職者数は２３４人という

ことですので、差引き１６１人が不足して

いると示されております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） これは、ハロー

ワークに行った方とハローワークへ出した

方の数字だと思うのですけれど、私も大き

くはないですが商売をしていて、ハローワ

ークや新聞に求人を出したことがあります

が、１件も電話が来ないのだと何年か前か

ら言われています。 
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答弁の中で、土木とか、建設業界で働く

人を呼び込もうとして、社団法人ドット道

東との協力を今年の１０月より始めたとあ

ります。 

ちょうど道新にもドット道東の記事が出

ていまして、２０２０年から２年間で、道

東の２６事業所で２７人の採用が決まった

と、これは非常にいいことだなと思ってい

ます。 

それで、今年から美幌も参加したという

ことなのですけれども、これも美幌の方が

関係しているのですね。 

これは道東全部なのですけれど、このよ

うにして美幌でこの仕事がしたいと来てく

ださることがあれば、非常にありがたいこ

とだなと思っています。 

それから、答弁にありますように、ＵＩ

ターン相談会で企業紹介をする、移住・定

住などのパンフレットで町をＰＲするとい

うことなのですけれど、今コロナ禍ではあ

りますが、このことに対してはどのような

効果があったのか、もしあればお聞かせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問ですけれども、令和元年度に東京

都のＵＩターン相談会での企業紹介という

ことで「北海道まるごとフェア ｉｎ サ

ンシャインシティ」におきまして、オホー

ツク商工会議所協議会主催のＵＩターン相

談会で本町のＰＲを行っていただいたとこ

ろでございます。 

こちらには美幌商工会議所が参加できな

かったため、北見の商工会議所にお願いし

てＰＲさせていただいたとのことでござい

ます。 

何名来場されてといった実績は不明であ

りますが、１名の希望者がございまして、

美幌にその方がいらして、美幌の商工会議

所で仲介しまして、町内事業者とのマッチ

ングを行ったのですけれども、就職までは

つながっていなかったのではないだろうか

ということをお聞きしております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 北見地域の職業

訓練センターに負担金を出している、中小

企業学校旭川校へも助成しているというこ

となのですけれど、私も商工会議所に入っ

ていますのでこのようなことと分かってお

りますが、美幌にも職業訓練校があったの

ですが、なくなって何年になるでしょう

か。 

今、町で働いている技術を持った方の中

には、まだ７０歳代の方がいまして、その

ような方の技術を教える先がいないという

話をよく聞くのですね。 

技術とか資格というのはすぐ取れるとい

うものではありませんので、教える先がな

いということは、人口減少も相まってです

けれども、町の力が弱くなるのではないか

と大変危惧しているところなのです。 

人材をどこに求めていくかということな

のですけれども、昨日の一般質問で、ＪＡ

に海外から１６名が来て仕事をしていると

いうことで、地方全体ではどのぐらい来て

いるのか 

たしか六十何名だったかなと思うのです

けれど、その辺どうでしょう。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） ただいま

の海外の方が美幌でお勤めになられている

人数ということですけれども、申し訳ござ

いません、今、手元に資料がありませんの

で、御了承をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 農業分野とか、

それから食品加工のところに海外の方が仕

事に来ていますけれども、働く人の不足を

補うということは、移住・定住と全く同じ

だなと私は思っているのです。 

日本全国で働き手がいないのですね。美
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幌町だけの問題ではないと思っています。 

昨日の伊藤議員の一般質問に対する答弁

で、ＪＡに来ている１６名の方たちの交流

の場を社会教育の場で実施しているという

お話がありましたけれども、これからは農

業や食品加工などいろいろな分野の働き手

として、若い人がたくさんいて職を求める

ようなところ、ベトナムとか海外の方に結

局は頼らざるを得ないのではないかと私は

思っています。 

私たちは美幌にいますから余りそのよう

な人とは接しませんが、ちょっと都会に行

くと、いろいろな分野でそのような方が働

いていますよね。海外の方に働き手を頼る

という時代がもっともっと来るのではない

かなと思っています。 

そのときに、商工会議所なのか、町なの

か、それは私の口からは言えませんが、

今、来ていただいている方にどう接するか

だとか、いつも町長がおっしゃっているよ

うな海外との関係人口もそうですけれど、

美幌と言えば親切でいい町だよとか、便利

だよとか、海外から来ていただいている方

にそう感じていただける町でなければなら

ないと思っているのですね。 

今、社会教育のところで接点があるとい

うことなのですけれど、今後、海外から来

ている方に対して、もっと美幌を知ってい

ただく、温かく迎える、どこに働きに来て

いても町として接点を持って迎えるという

考えを町長はお持ちでないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 町長にさせていた

だいたときの私の公約の中に「外国人労働

者に対する教育機会の推進」ということも

あります。 

今、岡本議員がおっしゃったように、こ

れから外国の方の力を借りなければいけな

い、縁があって来て、何年か過ごして戻っ

たときに、その方が美幌で働いて本当によ

かったということの積み重ねが、後から続

く人に日本に行くならば美幌がいいよと言

える環境づくりをしなければいけないかな

ということは、常々思っていることなので

すね。 

では、具体的に何かという話になったと

きに、実際に農協であればベトナムの方々

が来ていて、皆さん本当に勤勉で、プライ

ベートでもいろいろなことを学びたいとい

うときに、少しでも日本の文化を知ってい

ただくとか、それから美幌のことを知って

もらうようなことでの関わりを社会教育で

やらせてもらっています。 

また、たまたまうちの自治会にいらっし

ゃるので、自治会の方々も常に声をかけ

て、交流とまではいきませんけれど必ず会

ったらお互いに挨拶をするとか、帰ってき

たらお帰りとか、地域でそのようなことを

やっていただいています。 

ですから、これからはそのつながりをし

っかり持てる、それからそれをきちんと伝

えられるまちづくりというか、今も皆さん

そのような方ばかりなので、これをずっと

続けれるようなまちづくりをしていきたい

と思っております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 研修とか、実習

とかで来ている方々にはもちろんそうなの

ですが、例えば、もっと都会というか、う

ちの娘がいる埼玉県では４軒先は海外の夫

婦で家を持っているだとか、本当にそのよ

うな時代なのだなと思っています。 

ですから、美幌に働き手がいない、町の

力が弱くなってしまうということを危惧し

たときに、先ほどの話とも関係しますけれ

ど、高齢者の方が健康で働き方を考えなが

ら少しでも長く働いていただく、それから

美幌駐屯地、自衛隊の退職者の方が多方面

で働けるような対策を打つ。 

もう一つは、非常に難しいと思うのです

けれど、若くてもひきこもりで今まで働け

なかった人でも働いていけるような道筋を

つける、そして、海外の方が単発ではな
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く、長期にわたり働いていただく。 

海外の人材といえども、きっと日本では

取り合いになると思っています。そのよう

な中で、先ほど町長が言っていただいたよ

うに、美幌は本当にいい町だよ、美幌へ行

って働いたら働きやすいよということを広

めていくことが大切ではないかと思ってい

ます。 

そのためには、ケンブリッジと友好姉妹

都市提携を結んでいますが、そのようなこ

とにとらわれず、今度は働き手の多いとこ

ろと姉妹都市提携を結ぶとか、結ばなくて

も交流の場を設けるとか、将来的にそうし

たことが必要ではないかなと考えていま

す。 

とっぴな話なので、町長に答えを聞くと

いうことにはなりませんけれども、もしお

考えがあれば、お聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 岡本議員がおっし

ゃるとおりだと私は思うのですね。 

ニュージーランドのケンブリッジとの交

流もそのまま続いていますし、何とか関係

をつくりたいということで、例えば、教育

委員会であれば、語学指導の関係で今まで

もずっとニュージーランドを指名しており

ます。 

状況によって一人は他の国になっている

部分もあるのですけれど、やはりその縁を

使って、ケンブリッジでなくてもニュージ

ーランドから来ることによって町を知って

もらって、もしそのような機会があったら

来ていただけないでしょうかということの

お願いを常に言っています。 

また、今ベトナムから来ている人たちの

部分も、中間に入っている団体があるので

ですが、そうではなくて、いろいろ制度的

に難しい問題があるのでしょうけれども、

本当はこの地域という器の中でそのような

方たちとのつながりをきちんと持って、行

ったり来たりできるような関係というの

は、これからは必然だと思いますし、それ

は町としてしっかりやる必要があるかなと

思っております。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） 申し訳ご

ざいません。先ほどの美幌町内で技能実習

されている外国の方の人数が分かりました

ので、お伝えしたいと思います。 

本年１１月３０日現在で８９名の方が技

能実習されているということでございま

す。 

外国人の内訳でございますけれども、永

住者も含めますと１１６名おりまして、そ

の中で最も多いのが中国の方、続きまして

ミャンマーの方、それからフィリピンの方

とベトナムの方が並んでいるという状況で

ございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 八十何名はすご

く多いですね。 

私は、国技、神技と言われたスポーツで

ある相撲業界のことを考えれば、すごく分

かりやすいのではないかなと思うのです。 

もし、海外の方が入らなかったら、あれ

はもうなくなっていたのではないかなと思

うのです。 

本当は、日本で日本の方が働ければすご

くいいのですけれど、非常に難しい時代に

は新たな取組も必要かなと思っています。 

自分自身では海外の方だなと思って交流

を試みたりするのですけれど、どう思われ

るかなとか、まちの中の方もちょっと接し

方が分からないというものがあるかなと思

います。 

ただ、今コロナ禍でいろいろなイベント

もありませんし、まちでやっているところ

にお誘いして見ていただくというのもあり

ません。 

非常に難しい時代ではありますけれど

も、海外の働き手の方にどう美幌町で活躍

していただくかということが、大きなポイ
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ントになってくるのではないかと思います

ので、町長のお考えをお聞きして安心した

ところであります。 

ぜひ、継続的に取り組んでいただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 先ほど、岡本議

員からの御質問で答弁調整させていただき

ました小中学校の精神保健についての年間

履修時間でございますが、小学校で３時

間、中学校で４時間の指導を行っている状

況であります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これで、８番岡本

美代子さんの一般質問を終わります。 

以上で一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１４時４０分といたします。 

午後２時２６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時４０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 報告第２４号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 報告第

２４号総務福祉常任委員会事務調査結果報

告についてを議題とします。 

本件について委員長より報告を求めま

す。 

９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 〔登壇〕 総務福

祉常任委員会の事務調査結果を報告させて

いただきます。 

令和３年第４回美幌町議会臨時会におい

て承認を得た事件について、調査の結果を

美幌町議会会議規則第７７条の規定によ

り、次のとおり報告いたします。 

事件名、調査の経過につきましては、記

載のとおりであります。 

また、調査の結果につきましては、朗読

をもって報告に代えさせていただきます。 

調査の結果。 

平成３０年９月６日に北海道において日

本で初めてとなるエリア全域に及ぶ大規模

停電、いわゆるブラックアウトが発生しま

した。最大震度７の北海道胆振東部地震で

あります。 

多数の死傷者が発生し、被災住宅４６２

棟、避難者１万６,６４９人という大災害で

ありました。 

この地震により美幌町においても停電が

発生し、全面復旧に３日以上を要しまし

た。 

また、美幌町では、大雨による水害、特

に日の出、美芳地区が危険にさらされる事

態も数回発生しております。 

このような状況を踏まえ、当委員会とし

て、災害発生時に美幌町地域防災計画に基

づき自助・共助・公助が適切に取り進めら

れるのかについて、調査の必要性があると

判断し、①長期ブラックアウト、②大雨に

よる避難対策の２件を調査確認いたしまし

た。 

長期ブラックアウトについては、北海道

防災マスターである西野直樹防災士から厳

冬期停電の講習を受け、また、質問書によ

り白老町の「突発的な大規模停電などへの

応急対応マニュアル」を調査いたしまし

た。 

大雨による避難対策については、町内に

設置されている水量管理の樋門３か所及び

堤内の水をくみ上げる施設として大空町に

設置されている本郷排水機場の現況を調査

いたしました。 

新型コロナウイルス感染症が終息する時

期を見て実施する予定であった先進地等へ

の視察は困難であったことから、今期は質

問書による照会、インターネット調査を行

い、各委員からの資料等に基づいた「私の

避難計画（マイタイムライン）」（災害に

備えた、自分の命は自分で守る、町民が自

分でつくる避難計画）の有効性について議

論を重ねた。 
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ここに、当委員会としての意見の集約を

みたので報告する。 

（１）自助について。 

「私の避難計画（マイタイムライン）」

の作成。 

災害から自分の身を守るためには自助が

基本であり「私の避難計画（マイタイムラ

イン）」の作成を全町民に呼びかける。 

各家庭の情報を行政、自治会ができうる

限り共有することで、今後の防災計画にお

けるきめ細やかな対応が図られる。 

指定された避難場所に行くのか、友人知

人宅に行くのか、要支援者は、高齢者は、

ペットは等々、ふだんからの防災意識を保

つために毎年見直しをすることで「私の避

難計画（マイタイムライン）」の精度を上

げていくことが求められる。 

食料等生活必需品の備蓄周知。 

自助による災害対策として、３日間の食

料・燃料等の生活必需品を備蓄するよう、

行政から町民への周知が必要である。 

（２）共助について。 

地域による災害対策を共助と考え、共助

が発生しているそれぞれの避難先に行政は

どのような対策を講じることができるのか

について、再検証が求められる。 

共助の場が発生するのは、近所、自治

会、自主防災組織等多様であり、行政との

連携が重要である。 

（３）公助について。 

災害発生時において「私の避難計画（マ

イタイムライン）」を策定している個宅と

共助が発生している避難先へのそれぞれの

公助の対応が重要である。 

長期にわたるブラックアウト発生時に

は、災害情報の入手が非常に困難になると

予想されるので「あんしんねっとびほろ」

の普及促進を図る必要がある。 

近年、大規模災害発生に伴う直接的な災

害死よりも、むしろ避難所や車中泊等、い

わゆる災害関連死の比率が格段に高まって

いることから、災害関連死を防止し健康を

保持するため、避難所の設置及び運営の在

り方について再検討が求められる。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

１０番古舘繁夫さん。 

○１０番（古舘繁夫君） せっかくの機会

でございますので、一つだけ質問をさせて

いただきます。 

私どもが住んでいるこの美幌町は、どち

らかというと自然災害は少ないと言われて

いる地域であります。 

しかし、今、稲垣委員長から大変タイム

リーな、そして災害に備える私どもの心得

というものが書かれている、また、お話を

伺わせていただきました。 

委員会の中で議論があったかどうか、ま

たはあれば、その一部を御披露いただきた

いと思って、今ここに立っております。 

冬、暴風雪などによる災害、例えば、家

から外に出られないようなことも過去には

ありました。 

今、委員長がいろいろとお話された中

に、冬、寒冷時期のお話がなかったような

気がするのですが、委員会の中で冬のとき

の心構え、または、そうしたときに１番命

を守ることで大切なことはどのようなもの

かということが、もし委員会の中で議論が

あれば、その一端をお話していただければ

と思っております。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 総務福祉常任委員

長。 

○９番（稲垣淳一君） 御質問ありがとう

ございます。 

まさしく今、古舘議員からお尋ねがあっ

たように、我々が今回、防災行政について

話すときのバックボーンにありますのは、

冒頭申し上げました平成３０年に起きまし

た胆振東部地震のブラックアウトがきっか

けであります。 
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そしてそのときに、皆さんもいろいろお

話になったと思うのですが、あれは９月６

日の朝でした。 

ですから、北海道において厳冬期の停電

というのは、我々道民にとっては命に関わ

る重要な案件であるということを認識した

上で、今回の委員会報告の柱とさせていた

だきました。 

それで、古舘議員からの御心配等々につ

いては、本当に数多くの議論がなされまし

た。 

そこで、まず、自助について、真冬とい

うことも考えれば、例えば、暴風雪があっ

た場合を想定すると、家から出ることは逆

に危険が高いと。であれば、地震とかがな

く、家屋の倒壊がなければ、まず自分の家

にいる。７２時間、３日間自分の家にいる

ことが最大の安心事になるのではないかと

いう結論になりました。 

ブラックアウト時に町内のお店で電池や

ガスボンベが切れたということで、皆さん

かなり右往左往された経験もあるかと思い

ます。 

そしてまた、車の燃料も渋滞が出来たと

いうことを考えれば、常日頃から、日常的

な生活の中にそのような災害に対する考え

を持ち込んで、常にそうした備蓄等々をす

るということがまず求められる、これが１

番の思いであります。 

そのときに、共助の部分でありますが、

自治会の役員の皆さんもどのような状況か

分からないということもありますので、常

に隣近所との連携を持っている。 

特に、３日間も停電が続いた場合、冬で

すから暖も取れない、先ほどの備蓄の話も

ありますけれども、隣近所で助け合う、常

にそうした人間関係も求められる。 

ですから、日常の暮らしが災害時、非日

常のときに我々の助けになるということ

を、私たちは学んだというのが強い感想で

あります。 

○議長（大原 昇君） １０番古舘繁夫

さん。 

○１０番（古舘繁夫君） ありがとうござ

います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

以上で、総務福祉常任委員会事務調査結

果報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 報告第２５号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 報告第

２５号経済教育常任委員会事務調査結果報

告についてを議題とします。 

本件について、委員長より報告を求めま

す。 

４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） 〔登壇〕 経済教

育常任委員会事務調査報告を行います。 

令和３年第４回美幌町議会臨時会におい

て承認を得た事件について、調査の結果を

美幌町議会会議規則第７７条の規定によ

り、次のとおり報告いたします。 

事件名、調査の経過につきましては、記

載のとおりであります。 

また、調査の結果につきましては、朗読

をもって報告に代えさせていただきます。 

調査の結果。 

建設水道行政について。 

美幌町では、平成１５年度に「美幌町一

般廃棄物処理基本計画」を策定、平成２５

年１０月に一部改訂、さらに基本計画の見

直しを行い、令和４年３月には新たな「美

幌町一般廃棄物処理基本計画書」を策定

し、廃棄物の抑制、循環型社会形成の推進

と廃棄物の適正処理に努めているところで

ある。 

しかしながら、美幌町における１人１日

当たりの家庭系ごみの排出量は、北海道の

目標値５９０グラムに対し、令和２年度で

は８４１グラムと４割程度多い排出量とな
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っており、リサイクル率においては平成２

４年度で２３％だったものが徐々に低下

し、令和２年度では１７.３％と北海道の目

標値３０％に比較してかなり低い状態であ

る。 

また「第Ⅲ期埋立処分場残余容量調査業

務委託報告」によると、令和２年１０月末

現在、埋立容量９万７,０００立方メートル

のうち約５万８,０００立方メートルが埋め

立てられており、このまま推移すると令和

６年２月で埋立容量がなくなる計算とのこ

とである。 

教育行政について。 

文部科学省では、近年、少子化の進展が

中長期的に継続することが見込まれている

ことなどを背景として、学校の小規模化に

伴う教育上の諸課題がこれまで以上に顕在

化することが懸念されていることから、平

成２７年１月に「公立小学校・中学校の適

正規模・適正配置等に関する手引き」を策

定し、地域の実情に応じた活力ある学校づ

くりの検討及び実施が求められた。 

さらに、現行の学校制度に係る諸課題に

対応する取組として、平成２８年度に小中

一貫教育が制度化された。 

美幌町においても少子化の進行が深刻と

なっており、令和４年３月３１日現在、１

５歳未満の年少人口は総人口の約９.５％と

１割を切っている状況で、今後も減少が見

込まれます。 

また、小学校及び中学校における学習指

導要領の改訂に伴い「情報活用能力」が言

語能力と並んで学習の基盤となる資質・能

力として位置づけられており、美幌町にお

いても、令和３年度からＧＩＧＡスクール

構想により児童生徒全員にタブレット端末

を１人１台貸与し「情報活用能力」の向上

等を目指したＩＣＴ教育を進めているが、

今後はより効果的な運用が求められる。 

このような状況を踏まえ、経済教育常任

委員会においては、建設水道行政について

は、ごみの減量化及びリサイクル率向上に

ついて、教育行政に関しては、小学校の統

廃合を含めた小中一貫教育及びＩＣＴ教育

について、令和３年度から道内外の先進地

等の調査を進め、委員会としての意見の集

約を見たので、ここに報告いたします。 

（１）ごみの減量化及びリサイクルにつ

いて。 

生ごみについて。 

鹿児島県大崎町は、町民・企業・行政の

連携により「混ぜればごみ、分ければ資

源」を合い言葉に、２７品目の分別に取り

組み、ごみのリサイクル率は令和元年度８

２.６％、また、平成１８年度から平成２９

年度まで１２年連続日本一となっており、

令和２年度においても１３回目の日本一に

輝いている。 

大崎町における生ごみに関しては、庭木

の剪定枝などとともに町のコンポストと言

われている「大崎有機工場」で完全堆肥化

されている。 

このように、排出された生ごみは「堆

肥」としてリサイクル可能な廃棄物であ

り、ごみの減量化、再資源化を図るという

視点から、生ごみの堆肥化を進めることが

望ましいが、堆肥化を事業として実施する

となると、堆肥の質の一定化や向上を図る

ために分別の徹底や収集方法が問題とな

り、また、近隣自治体においては製品化さ

れた堆肥の需要が低いことから、堆肥を埋

め立てしている実態が見受けられるなど、

成果品である堆肥の需要と供給の安定化も

問題となる。 

ほかにも、施設整備費用や整備に伴う財

源の問題など、実施する上で解決すべき課

題が多いのが現状である。 

よって、美幌町においては、今後建設予

定の広域中間処理施設（焼却施設）での処

分はやむを得ないと考えるが、生ごみを焼

却処分する場合、生ごみに含まれている水

分が少なくなることで、焼却炉の温度低下

抑制や焼却のための時間を短縮することが

可能となり、余分な二酸化炭素の発生及び
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焼却費用を抑制するという大きな効果が期

待できることから、町民に「生ごみの水切

り」の徹底強化と周知を図ることが必要で

あると考える。 

使用済み紙おむつについて。 

国は令和２年３月、環境省において「使

用済み紙おむつの再生利用に関するガイド

ライン」を、また、国土交通省において

は、高齢化で急増している大人用の紙おむ

つについて洗浄して処理するルールなどを

盛り込んだガイドラインを令和４年度中に

策定する予定であり、ごみの減量化やリサ

イクルの促進につなげる考えである。 

福岡県大木町では、平成２０年度から平

成２２年度の３年間、福岡県リサイクル総

合研究センター、福岡県、トータルケア・

システム株式会社及び大木町との連携によ

り共同研究を行い、家庭系紙おむつを回

収・再生利用するシステムの構築を図っ

た。 

また、平成２３年１０月からは紙おむつ

の分別収集をスタートさせており、現在で

は紙おむつから取り出されるパルプを再生

し、外壁材の原料として利活用している。 

その背景としては、使用済み紙おむつは

水分を多く含むため燃えにくく、焼却処理

において焼却炉を傷める要因の一つになっ

ていること、今後も高齢者人口が増加し、

紙おむつの使用量・排出量も増加すること

が予想され、処理費用も増加する見込みで

あること、紙おむつには良質のパルプが多

く含まれており、焼却するにはもったいな

い素材であることとされている。 

幌延町・豊富町・天塩町・遠別町・中川

町では、広域で「西天北五町衛生施設組

合」を立ち上げ、使用済み紙おむつの資源

化を図っているが、その背景として、埋立

処分場の容量が逼迫しており、埋立処分場

の延命を図ることがきっかけである。 

資源化を図るための施設である「西天北

サーマルリサイクルファクトリー」は、令

和元年６月に着工し、令和３年３月完成、

事業費は８億８,８５０万円となっており、

使用済み紙おむつと剪定枝などの木質チッ

プを混合したペレットを製造している。 

現在、製造したペレット燃料は、幌延町

の特別養護老人ホームに整備した熱利用ボ

イラーの燃料としてのみ活用されている。 

リサイクル事業を実施している二つの調

査地における共通点は、リサイクルの成果

品である「外壁材の原料」及び「ペレット

燃料」の受皿確保が課題となっており、さ

らに、家庭から排出される使用済み紙おむ

つを資源化する場合は異物混入を防ぐため

に町民の理解と協力が不可欠であること、

また、多額の費用を要することなど、資源

化を進めるに当たっては課題が多いものと

なっている。 

美幌町のごみ処理の方向性については、

今後も１市４町で構成される斜網地区一般

廃棄物広域処理推進協議会で協議されるこ

とになるが、中間処理は焼却処分の可能性

が高いとのことである。 

美幌町においても、高齢化により高齢者

の使用済み紙おむつの排出量が増えること

が見込まれること、また、使用済み紙おむ

つは水分を多く含んでいるため燃えにく

く、焼却炉に負荷がかかることからもリサ

イクルすることが望ましいが、リサイクル

事業実施に当たっては、資源化施設の整備

費用の面から美幌町単独での事業化は困難

であり、広域による事業化、または民間企

業者等の協力が不可欠であると思われる。 

使用済み紙おむつの資源化については、

斜網地区一般廃棄物広域処理推進協議会に

おいても議論されたことは認識していると

ころであるが、リサイクルの可能性につい

て、引き続き広域事業化による議論を進め

るとともに、実態の把握や費用対効果など

を検証し、資源化についての検討を行うべ

きと考える。 

剪定枝等について。 

岐阜県輪之内町及び奈良県平群町では、

剪定枝粉砕機無料貸出制度を導入し、剪定
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枝の堆肥（チップ）化を支援することによ

り可燃ごみの減量化に努めている。 

美幌町においては、埋立処分場の延命化

を図るため「自走式二軸破砕機」を導入し

剪定枝等を含むごみの減容化を図ることと

しているが、ごみの減量化にはつながらな

い。 

現在においても町内牧場等との連携によ

り剪定枝等について有効活用を図っている

が、剪定枝等専用のストックヤードの設置

などにより、ごみを出す側と活用する側の

双方の利便性の向上を図り減量化を推進す

るとともに、さらなるリサイクル率向上を

目指す必要があると考える。 

プラスチックごみについて。 

江別市内のコープさっぽろエコセンター

においては、廃プラスチックの排出抑制と

リサイクル率向上を図るため、エネルギー

化装置である樹脂燃料ハイブリッドボイラ

ーを導入しているが、その背景の一つとし

て、長崎県対馬市の取組を参考にしたとの

ことである。 

対馬市は、海洋プラスチックごみが日本

で最も多く流れ着く場所と言われている

が、令和４年２月に海洋プラスチックごみ

を直接燃料に変えるための燃料化システム

を採用、現在はより硬質のプラスチックご

みも破砕できる装置を導入しており、今後

はエネルギー化装置である樹脂燃料ハイブ

リッドボイラーを導入し、島内の温浴施設

で利用する予定とのことである。 

コープさっぽろエコセンターでは、リサ

イクル未利用となっている色つきトレイを

ペレット燃料化し、建物内の暖房、給湯シ

ステムの熱源として活用され、色つきトレ

イの処分費及び灯油使用量の削減による効

果は約１,９００万円となっている。 

美幌町においては、町で回収している

「容器包装プラスチック（その他プラスチ

ック）ごみ」は令和３年度で２６６トンと

なっており、このうち約９割の２４３トン

は再商品化実施委託料を支払い、容器包装

プラスチックリサイクル協会へ処理委託

し、リサイクル処理されなかった約１割の

２３トンは埋立て処分されている状況にあ

る。 

これらのことから、燃料化が可能な廃プ

ラスチックをクリーンエネルギーとして有

効活用することで、埋立処分場の延命化、

また、焼却処分に回されるごみの減量化に

より、斜網地区一般廃棄物広域処理にかか

る負担金の軽減などが期待できる。 

今後、リサイクルされなかった廃プラス

チックを含めた「その他プラスチック」

や、事業活動に伴い生ずるプラスチック使

用製品産業廃棄物等を燃料とした「樹脂燃

料ハイブリッドボイラー」等による再資源

化の可能性について調査研究を行うととも

に、燃料コストが増大している公共施設へ

の導入のほか、再資源化に取り組む民間事

業者への導入等補助により、排出抑制及び

再生資源化促進の検討を速やかに行う必要

がある。 

また、美幌町には、木質ペレットを熱源

としている「Ｂ＆Ｇ海洋センター」や木質

チップを熱源としている「峠の湯びほろ」

があるが、しゃきっとプラザや給食センタ

ーなど、多くの施設は化石燃料を利用した

施設の運営を行っている。 

今後、廃プラスチックを燃料としたボイ

ラーを導入することで経費削減が見込まれ

る公共施設や、今後建設される公共施設に

ついては、費用対効果を詳細に検証した上

で導入の検討を行うべきと考える。 

特に日帰り温浴施設「峠の湯びほろ」に

おいては、木質チップボイラーと重油ボイ

ラーを熱源としているが、現在における使

用割合は、チップ８割、重油２割程度とな

っている。 

しかしながら、木質チップボイラーにお

いては故障も多く、過去には重油ボイラー

のみでの施設運営となっていた時期もあ

り、使用割合については安定していない状

況である。 
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昨今の燃料価格の高騰により経費の増大

が見込まれ、チップボイラーの故障などの

状況によっては、指定管理料が大幅に増大

となる可能性もある。 

「峠の湯びほろ」における今後の運営等

については、方針が示されていないため今

後の運営方針にもよるが「峠の湯びほろ」

に樹脂燃料ハイブリッドボイラーを導入す

ることにより「燃料（重油及びチップ）の

コストの削減」による指定管理委託料の抑

制が期待でき、現在の重油価格をもとにコ

ストを試算すると、年間１,４００万円程度

の削減が見込まれ、ランニングコストを加

算して試算した場合においても、システム

の導入経費はおおむね６年間で回収できる

計算となっていることから、「峠の湯びほ

ろ」を含めた検討を進めるべきと考える。 

公共施設以外においては、プラスチック

の資源循環による「地産地消のエネルギー

資源の創出」などの効果も期待できること

から、廃プラスチック排出抑制及び再資源

化促進のため、再資源化に取り組む民間事

業者への樹脂ペレットハイブリッドボイラ

ー導入等補助について、速やかに検討を行

う必要があると考える。 

なお、美幌町においては、まち育出前講

座の実施や町広報紙、パンフレット等を通

じて、ごみに関する知識と理解を深め排出

マナーの向上に努めており、町で回収して

いる「容器包装プラスチック（その他プラ

スチック）ごみ」は、平成３１年度では２

６９トンのうち約６割しかリサイクルされ

ていなかったが、令和３年度では２６６ト

ンのうち約９割がリサイクルされ、リサイ

クル率は大幅に上昇している。 

今後も引き続き、容器包装プラスチック

ごみについては汚れたものを洗浄するな

ど、少しの手間でリサイクル可能になるこ

と等のさらなる町民への周知、徹底を図

り、さらにリサイクル率が向上されること

に期待する。 

リサイクル等全般について。 

美幌町では現在、５種１６分類を基本と

した収集体制に取り組んでいるが、細分別

を行っている割にはごみ排出量の減少率や

リサイクル率が低い水準にとどまってお

り、思うような成果には結びついていない

状況にあること、また、一部ではあるがご

み出しマナーの悪いケースも見受けられる

ことから、町民のごみに対するさらなる意

識改革・向上を図ることが必要不可欠であ

る。 

そのためには、各自治会や事業所、学校

などあらゆる地域、団体に入って直接対面

形式で行う出前講座など、双方向型の情報

提供に積極的に取り組むことが必要であ

り、顔の見える取組が、行政・町民・事業

所等の連携・協働によるごみの減量化及び

リサイクル推進の一歩につながるものと考

える。 

また、資源ごみのリサイクルによって生

まれた益金については現在、自治会への還

元金以外はごみ処理に要する経費の特定財

源として活用されているが、家庭から出さ

れた資源ごみが再び価値あるものとして持

続可能な資源循環型社会づくりのように、

故郷の活性化を担う人材に成長し、再び美

幌町に定住し活躍することを目的とした人

材育成のための基金を創設するなど、リサ

イクルごみ売却益の可視化とさらなる有効

活用について検討を行う必要がある。 

以上がごみ関係であります。 

（２）小中一貫教育及びＩＣＴ教育につ

いて。 

小中一貫教育について。 

千葉県鴨川市では、平成１８年に各教

科・領域等の小中一貫教育課程の基本構想

を「小中一貫教育課程モデル案」としてま

とめ、平成２１年４月に「小中一体型施

設」で小中一貫教育をスタートしている

が、小中一貫教育導入に当たっては、学校

の統廃合があったことから、当初は地域住

民や保護者の理解を得ることが難しかった

ものの、説明会等で小中一貫教育のよさに
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ついて丁寧に説明し、理解を求めたとのこ

とである。 

小中一貫教育導入に伴う効果の一つとし

て挙げられているのが、小中教員の交流・

情報共有が可能となり、中学校入学前から

課題のある児童生徒への対応準備ができる

ことから、小中の滑らかな接続ができてお

り「中１ギャップ」による不登校が減少し

ていることである。 

その他の効果としては、小中一貫した教

育課程の編成が可能となり、９年間の一貫

した系統的で継続的な学習指導や生徒指導

に取り組むことができること、各学校の経

営構想に中学校共通の目指す人間像を、育

てたい資質・能力についての目標を位置づ

けながら９年間の教育に当たることができ

ることなどが挙げられている。 

また、形態別では「統合（施設一体）

型」と「分離型」の二つのパターンによる

小中一貫教育を行っているが「統合型」の

メリットとしては、同じ敷地内で小中９年

間の一貫したカリキュラムのもと、計画

的、継続的な教育活動が行うことができる

こと、児童生徒の交流や小中教員の打合せ

がしやすいことが挙げられており、「分離

型」のメリットとしては、中学校区の連携

や交流を生かした教育活動が行えるととも

に、学校や地域の特色ある独自の教育活動

が展開でき、体育館など施設の割り振りが

しやすいことなどが挙げられている。 

一方、デメリットとして「統合型」では

小学校と中学校の節目が曖昧になり、新た

な気持ちの切替えや進学した充実感が薄く

なること、「分離型」では児童生徒、教員

ともに交流に関して物理的、時間的制約が

あることなどが挙げられている。 

鴨川市における小中一貫教育は、小中一

貫教育で育てたい三つの力として「生き方

を考える力」「基礎学力と自ら学び考える

力」「豊かな心と人間関係を作る力」を掲

げ、中学校区の特色を生かした小中一貫教

育に取り組んでいる。 

また、小学１年生から４年生までを「学

びや生活の基礎となる力を見つけていく

期」とした前期、小学５年生から中学１年

生までを「学びを追求し人間関係を作る力

をつける期」とした中期、中学２年生から

３年生までを「学びを伸ばし自分の生き方

を追求する力をつける期」とした後期と

し、４・３・２の発達区分別の育てたい力

を設定して、９年間を継続的・計画的に取

り組んでいる。 

北海道北広島市では、平成２３年度から

全ての中学校区において、小中学校が協働

と接続を意識し、小中一貫した学習規律・

生活習慣等の定着や、児童生徒指導上の課

題対応などの情報交換・交流研修会を中心

とした「小中連携」に取り組み、平成２９

年３月には「北広島市小中一貫教育推進基

本方針」を策定、平成３０年度から小中一

貫教育を全中学校区で導入しており、小中

一貫教育の形態については「施設分離型」

が３中学校区、「施設隣接型」が３中学区

となっている。 

北広島市における小中一貫教育の狙い

は、学校・家庭・地域が一体となって「子

供の連続した学び」を支える体系を構築

し、義務教育９年間を修了するにふさわし

い「生きる力」を育成することとしてお

り、目指す子供像を「大志をいだき心豊か

に たくましく 生きる子供」としてい

る。 

また、小中一貫教育の狙い、目指す子供

像を達成するために「中学校区での目指す

子供像の共有」「中学校卒業までを見通し

た一貫した指導」「中学校区での豊かな教

育環境づくり」「子供同士や教職員間の交

流と協働」の四つの基本方針に基づき、小

学校・中学校における９年間の一貫した指

導内容と指導方法を確立するとともに、中

学校区の学校、家庭、地域が協働した豊か

な教育環境づくりを進めている。 

今後の課題については、教員増による負

担の軽減や一部教科担任制による授業の充
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実を図るための人的手当の必要性、特別教

室の充実や施設の一本化などの教育環境の

整備、児童生徒や教員の移動手段・移動時

間の確保、教員の研修時間の確保及び内容

の充実、コロナ禍においても誰一人取り残

さない教育活動の工夫と充実、学校の働き

方改革を踏まえた小中一貫教育の具体的な

取組の充実、児童生徒の実態に応じた持続

的な指導計画等の作成や乗り入れ授業等の

実施などが挙げられており、今後の対応と

しては、ＧＩＧＡスクールを小中一貫教育

推進のチャンスとして捉え、９年間の連続

した個別最適な学びと協働的な学びの充

実、学校・家庭・地域が一体となって、子

供たちの学びを支える「社会に開かれた教

育課程」の実現に向けたコミュニティース

クールの全市拡大、ボールパークのある町

として、学校・家庭・地域住民・企業等が

連携協力・協働する取組の推進などを掲げ

ている。 

美幌町においても、義務教育９年間の教

育課程や教育活動を一体的に捉え、学力向

上、体力向上、中１ギャップの解消など、

中学校区の状況を踏まえた教育目標や９年

間で目指す子供像を設定し、一貫した考え

を共有した上で、連続的・系統的な取組を

推進する必要があるが、美幌町の現状にお

いては、中学校区が異なる小学校が存在

し、現在の学区割では「施設分離型」での

小中一貫教育を導入することは難しい状況

となっている。 

また、現在の美幌町の小学校における普

通学級は、美幌小学校が１１学級、東陽小

学校が１１学級、旭小学校が７学級で、い

ずれも適正規模とは言えない状況にある。 

特に令和５年度以降の小学校入学児童数

はおおむね１００人前後となる見込みであ

り、令和９年度は８０人未満となる見込み

であることから、現在の小学校３校体制で

は、ますます適正規模とは言えない状況に

なることが見込まれる。 

これらのことから、現在の小学校３校を

２校に統廃合し、当面の間は小学校２校、

中学校２校による「施設分離型」での小中

一貫教育の導入を速やかに検討すべきであ

る。 

ただし、小学校を統廃合する際は児童の

精神的負担の軽減を最優先とし、小学校統

廃合後の学校生活が円滑に送れるように細

心の注意を払うとともに、小中一貫教育の

実施及び小学校の統廃合については、児

童・保護者及び地域住民にも大きな影響を

及ぼすことから、児童・生徒への配慮、保

護者及び地域住民の理解を得ながら進める

べきである。 

なお、今後においても児童生徒数の推移

を見極め、将来的には小学校１校及び中学

校１校への統廃合、あるいは義務教育学校

１校への転換など、さらなる統廃合につい

ても検討すべきと考える。 

ＩＣＴ教育について。 

福岡県田川市では、平成２８年１１月に

田川市教育長を本部長とした「田川市ＩＣ

Ｔ教育推進本部」を設置し、平成２９年３

月に、学校教育における情報化の基本目標

及び方針を示した「田川市教育の情報化ビ

ジョン」を策定し情報化の推進を図ってい

る。 

教員のＩＣＴ活用指導力向上のため、毎

年３回の教員研修を実施しており、研修内

容には「理論研修」「授業研修」「実技研

修」を計画的に位置づけている。 

ＩＣＴ教育を推進するに当たってはＩＣ

Ｔ支援員を配置しているが、学校教育課が

市内学校への派遣計画を作成し、計画的な

派遣を行っている。 

ＩＣＴ教育の導入による効果について

は、個別最適な学習が可能となったこと、

仲間との協働学習がよりスムーズに行える

ようになったこと、プレゼン作成などが容

易にできるようになったことなどがメリッ

トとして挙げられており、指導者用デジタ

ル教科書の導入により、大型提示装置を用

いることによる効果的な資料提示が可能に
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なったことや、児童生徒への資料送付が効

率的に行われるようになるなど、授業改善

が進み、各種学力調査の結果も年々改善傾

向にあるとのことである。 

また、教員にとってのメリットとして、

授業以外ではあるが会議のスリム化や研修

のオンライン化等により、働き方改革が進

んでいることなどが挙げられている。 

保護者には学校通信やホームページのほ

か、教育委員会発行の広報紙や動画配信に

より、ＩＣＴ活用に関する積極的な情報発

信を行っており、また、全国ＩＣＴ教育首

長協議会が主催する「２０２０日本ＩＣＴ

アワード」において、最上位賞である「文

部科学大臣賞」を受賞したことを機に、市

民向けの「ＩＣＴアワード受賞記念フォー

ラム」を開催、これまでのＩＣＴ教育推進

の経緯や今後の方向性について発信するな

ど、様々な取組などにより保護者からの評

価は良好なものとなっている。 

北海道北広島市におけるＩＣＴ教育につ

いては、令和２年の新型コロナウイルス感

染症対応によるＧＩＧＡスクール構想の加

速化により、本格導入を行ったとのことで

ある。 

児童生徒へは美幌町と同じ端末機である

「Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ」を１人１台貸与

し、自宅でのネット通信費に関しては、標

準世帯への補助は実施していないが、要保

護・準要保護世帯へは就学補助制度の中で

年額１万４,０００円の補助を行っている。 

令和３年３月に、令和３年度から令和７

年度までを期間とした「北広島市学校ＩＣ

Ｔ活用推進計画」を制定。テーマを「“学

びの変容”にチャレンジ」を掲げ、Ｓｏｃ

ｉｅｔｙ５.０社会を担う子供たちの資質・

能力向上のため、１人１台端末の積極活用

や子供たちの能力向上のための教員のＩＣ

Ｔ活用能力向上について目標を定めた計画

となっている。 

北広島市におけるＩＣＴ教育の特色ある

取組としては、国の補助制度を活用した、

各学校へ月１回の常駐支援や研修会・運営

サポートなどを行う「ＧＩＧＡスクールサ

ポーターの派遣支援」や、新型コロナウイ

ルス感染症により学級閉鎖等になった場合

の措置として授業の遅れを防ぐため「Ｇｏ

ｏｇｌｅ Ｍｅｅｔ」を活用し、板書と教

員による解説のライブ配信でのオンライン

授業、また、休み時間における児童生徒間

での交流などにも活用している。 

ＩＣＴ教育を導入した評価については、

オンライン交流による調査や発表を行うこ

とによる「プレゼン力の向上」や、タイピ

ングを練習する時間を設けることによる

「タイピング力の向上」などが挙げられ、

児童生徒のＩＣＴ活用能力が飛躍的に向上

し、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０社会に対応した能

力を身につけ始めているとのことである。 

また、課題としては、アンケートフォー

ムの活用やオンライン会議の導入等によ

り、教員の業務が増大していることから、

校務の効率化による負担軽減が挙げられて

いるほか、令和７年度に予定している端末

機の更新に係る財源確保についても課題と

なっているとのことである。 

北広島市では今後、コンピューターを使

った試験方式である「学校テストのＣＢＴ

化」「教員の在宅勤務環境の構築」「ＡＲ

（拡張現実）・ＶＲ（仮想現実）」「デジ

タル教科書やＡＩ活用ドリルの導入」など

について検討しているとのことである。 

美幌町においても、ＧＩＧＡスクール構

想により児童生徒全員にタブレット端末機

を貸与しＩＣＴ教育を導入しているが、Ｇ

ＩＧＡスクール構想の有効活用には、ネッ

トワーク等の環境整備に加え、支援体制の

整備も不可欠であると言われている。 

文部科学省は、現場の教員を支えるべ

く、スクールアドバイザー等の指導支援員

の整備を行っているが、中でも日頃から教

員に寄り添いサポートする役割を担う「Ｉ

ＣＴ支援員」の必要性を強調している。 

このことからも、国の補助制度を活用し
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た「ＩＣＴ支援員の配置」について検討す

べきである。 

また、ＡＲやＶＲを活用することによ

り、拡張現実や仮想現実によって「体験」

や「経験」ができ、テキスト教材だけでは

体験しにくいことをＡＲやＶＲで表現する

ことで指導や講習の幅が広がり、実際に見

たり聞いたり動きを感じられることによる

学習効果は非常に高いと言われていること

から、今までの教育と違ったレベルでの学

習効果が得られるＡＲやＶＲの活用につい

て検討すべきと考える。 

ＩＣＴ教育の課題や問題点の一つとして

は、学校ごとにＩＣＴ活用の差が生じるこ

とが挙げられているが、美幌町において

は、今後も町内の学校、あるいは教員・児

童生徒間においてＩＣＴ活用に差が生じる

ことのないよう、各学校及び教員間の連携

協力体制の維持を図られるとともに、タブ

レット端末機のスペースが確保できる机の

配置など、児童生徒に配慮した環境の改善

について検討されたい。 

ＧＩＧＡスクール構想によりＩＣＴ教育

が美幌町に導入されて約１年半が経過する

が、今後においても情報活用能力の育成な

ど、ＩＣＴ教育のメリットを最大限生かし

た教育を進めるとともに、ＩＣＴ教育によ

り児童生徒の人間性を形成する上で弊害が

生じないよう留意し、インターネットによ

る犯罪やトラブルの回避など、安全性に細

心の注意を払いながらＩＣＴ教育の推進を

図られたい。 

以上のとおり、ごみの減量化及びリサイ

クル率の向上がごみ処理経費の削減、すな

わち町民負担の軽減につながることを強く

訴える。 

また、小中一貫教育の導入が子供たちの

個々に応じた資質・能力の向上等につなが

り、ＩＣＴ教育のより効率的な運用により

子供たちの情報活用能力の育成等につなが

ることを期待し、委員会の報告といたしま

す。 

ありがとうございました。 

○議長（大原 昇君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

以上で、経済教育常任委員会事務調査結

果報告を終わります。 

──────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後３時４７分 散会   
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